
公式様文書と文書木簡

公
式
様
文
書
と
文
書
木
簡

は

じ

め

に

奈
良
日
立
文
化
財
研
究
所
編

『藤
原
宮
木
簡
』

一
・
二
の

「解
説
」
お
よ
び

『
平
域
官
木
簡
』

一
・
二

。
三
の

「解
説
」
に
付
せ
ら
れ
て
い
る
索
引
を
み
る

と
、
「
文
書
形
式
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
項
目
が
示
さ
れ
て
い
る
。

『
藤
原
官
木
簡
』

詔
、
奏
、
解
、
前
白

（
日
）
、
符
、
召
、

『
平
城
官
木
簡
』

案
、
移
、
謹
通
、
日
勅
、
解
、
啓
、
請
、
状
、
宣
、
牒
、

勅
旨
、
符
、
返
抄
、
召
、

い
ま
こ
れ
ら
を
、
そ
の
文
書
の
機
能
面
か
ら
分
類
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

天
皇
の
意
志
の
表
出
に
か
か
わ
る
も
の
　
　
詔
、
日
勅
、
勅
旨
、

上
奏
文
書
　
　
奏
、

下
達
文
書
　
　
符
、
召
、

上
申
文
書
　
　
解
、
前
白

（
日
）
、
請
、
啓
、
状
、
謹
通
、

平
行
文
書
　
　
移
、

早

庄

下
達

。
上
申

・
平
行
を
兼
ね
る
文
書
　
　
牒
、

そ
の
他
　
　
宣
、
案
、
返
抄
、

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
公
式
冷
に
文
書
様
式
を
定
め
な
も
の
、
す
な

わ
ち
公
式
様
文
書
と
、
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
文
書
形
式
に
つ
い

て
、
そ
れ
ら
が
文
書
木
簡
お
よ
び
正
倉
院
文
書
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
ら

わ
れ
る
か
を
、
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
但
し
、
詔

・
勅
旨

・
口
勅
お
よ
び

宣
に
つ
い
て
は
、
別
途
の
検
討
方
法
を
必
要
と
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
今
回

は
保
留
し
、
他
母
を
期
す
こ
と
に
す
る
。

一
　

下

達

文

書

公
式
令
に
お
い
て
、　
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
下
達
文
書
の
様
式
と
し
て
定
め

ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
１３
条
の
符
式
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
諸
国
に
下
さ
れ
る

太
政
官
符
を
例
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
様
式
を
示
し
て
い
る
。

太
政
官
符
英
国
司

其
事
云
云
、
符
到
奉
行
、
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大
弁
位
姓
名
　
　
　
史
位
姓
名

年
月
日
　
　
　
使
人
位
姓
名

鈴
剋

こ
の
符
は
、
太
政
官
が
諸
司
に
対
し
て
命
令
を
下
す
場
合
と
、
所
管
の
司
が

被
管
の
司
に
対
し
て
命
令
を
下
す
場
合
と
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
様
式
上
の
特
徴
は
、
つ
ぎ
の
三
点
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
第

一
は
、
差
出

所

（右
の
場
合
は

「
太
政
官
し

と
宛
所

（同

「其
国
司
も

が
と
も
に
初
行
に

記
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
施
行
を
命
ず
る
文
言

（同

「符
到
奉
行
し

を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
、
発
給
者

（大
弁

・
史
）
の
位
署
が
、
本
文

の
つ
ぎ
、
年
月
日
の
前
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
三
点
を
お
さ
え
た
う
え
で
、

正
倉
院
文
書
お
よ
び
木
簡
に
み
ら
れ
る
八
世
紀
の
符
と
、
そ
れ
か
ら
派
生
し
た

と
考
え
ら
れ
る
略
式
文
書
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
但
し
こ
こ
で
は
、
太
政
官

符
や
省
符
な
ど
の
形
式
の
整

っ
た
符
は
、
す
べ
て
検
討
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

こ
の
点
は
、
後
に
扱
う
解
や
牒
な
ど
で
も
同
じ
で
あ
る
。

イ
　
符

公
式
令
１３
符
式
条
に
定
め
る
符
は
、
官
司
あ
る
い
は
官
司
類
似
機
関
が
、
管

下
の
官
司
あ
る
い
は
官
司
類
似
機
関
に
対
し
て
命
令
を
下
す
場
合
に
用
い
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ば
暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
官
司
が
日
常
的
に
発
給
し
た
符
に
つ
い
て
正
倉
院
文
書
の
例
を
み
る
と
、
官

人
に
対
し
て
下
し
た
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
宛
所
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

が
、
差
出
所
は
し
ば
し
ば
省
略
さ
れ
る
。
た
と
え
ば

『大
日
本
古
文
書
』

一
三

十

一
を

一
八
頁
に
収
め
る

「造
東
寺
司
紙
筆
墨
軸
等
充
帳
」
は
、
天
平
勝
宝
五

年
か
ら
同
七
歳
ま
で
の
間
に
造
東
大
寺
司
政
所
が
写
経
所
に
下
し
た
符
の
正
文

を
貼
り
継
い
だ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

〈
史
料
ｌ
〉

⑪
　
政
所
符
　
写
経
所
領
呉
原
生
人
等

合
紙
伍
伯
張

右
、
充
下
写
三常
疏
・料
上、
如
〆件
、
故
符
、

次
官
佐
伯
宿
祢
　
　
　
　
判
官
石
川
朝
臣

「豊
麻
呂
」

主
典
阿
刀
連

「
酒
主
」

天
平
勝
宝
五
年
十

一
月
十
日

②
　
符
　
奉
写
経
所

雌
黄
弐
両
壱
分
　
紫
土
捌
両
　
膠
壱
斤

右
、

絵
二大
般
若
壱
部
花
厳
弐
部
軸
七
百
汁
枝
一料
、　
即
付
・巨
（原
生

人
お

判
官
石
川
朝
臣
豊
床
呂

天
平
勝
宝
六
年
六
月
十
八
日

写
書
所

①
　
政
所
符
　
呉
原
生
人
等

筆
染
管
　
墨
壱
拾
陸
廷

右
、
且
附
二飽
田
石
足
↓　
所
レ充
如
〆件
、
故
符
、
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次
官
佐
伯
宿
祢
今
毛
人
勝
宝
六
年
四
月
十
二
日

ω
は

「
写
経
所
領
呉
原
生
人
等
」
の
官
人
に
宛
て
た
も
の
で
あ
り
、
②
は
差

出
所
を
省
略
し
た
例
で
あ
る
。
ま
た

『
大
日
本
古
文
書
』

一
五
十

一
三
七
―
二

五
四
頁
に
収
め
る

「
造
石
山
寺
所
公
文
案
帳
」
に
収
載
さ
れ
て
い
る
、
造
石
山

寺
所
が
山
作
所
領
等
に
下
し
た
符
の
多
く
は
、
差
出
所
の
な
い

「符
」
で
は
じ

ま
る
符
で
あ
る
。
宛
所
の
受
命
者
に
と

っ
て
、
位
署
等
で
発
給
者
が
了
解
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
強
い
て
差
出
所
を
記
す
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

＞９
。施

行
を
命
ず
る
文
言
も
、　
一
様
で
は
な
い
。
公
式
令
符
式
の
通
り

「符
到
奉

行
」
と
す
る
例
は
も
ち
ろ
ん
多
い
が
、
①
の
よ
う
に

「
故
符
」
が
つ
ぎ
に
多
く
、

ま
た

「
以
符
」
と
す
る
も
の
、　
単
に

「符

（
ス
ご

と
す
る
も
の
が
あ
り
、　
さ

ら
に
は

「
故
符
、
符
到
奉
行
」
「
今
以
／状
符
、
符
到
奉
行
」
の
よ
う
に
て
い
ね

い
な
も
の
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
②
の
よ
う
に
そ
う
し
た
文
言
を
全
く
記
さ
な

い
符
も
多
数
み
う
け
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
位
署
の
位
置
が
他
の
様
式
の
文
書
と
異
な
る
点
に
つ
い
て

は
、
か
な
り
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

っ
て
、
よ
く
守
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
興
味
あ
る
事
例
を

一
つ
紹
介
す
る
と
、
〈
史
料
ｌ
〉
「造
東

寺
司
紙
筆
墨
軸
等
充
帳
」
に
は
、
造
東
大
寺
司
次
官
佐
伯
今
毛
人
自
筆
の
政
所

符
が
四
通
収
め
ら
れ
て
い
る

（但
し
う
ち

一
通
は
後
に
言
及
す
る

「政
所
充
し
。

そ
れ
を
み
る
と
、
は
じ
め
の
三
通
の
位
署
は
、
年
月
日
の
次
行
に
あ
る
。
つ
ま

り
こ
の
三
通
の
位
署
は
、
符
式
の
署
の
位
置
に
反
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
四
通

日
の
０
に
い
た
っ
て
―
―
幸
い
に
こ
れ
の
コ
ロ
タ
イ
プ
が

『大
日
本
古
文
書
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
―
―
、
今
毛
人
は
、
初
行
の

「
政
所
符
　
呉
原
生
人
等
」

か
ら

「
勝
宝
六
年
四
月
十
二
日
」
ま
で
を

一
気
に

書
い
た
あ
と
、
初
行
に

「
写
書
所
」
三
字
を
書
き
加
え
、
本
文
と
年
月
日
の
間

に
署
を
挿
入
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
官
と
い
う
地
位
に
あ

っ
て
、
日

頃
み
ず
か
ら
下
達
文
書
を
起
草
す
る
機
会
の
少
な
か
っ
た
今
毛
人
は
、
四
通
日

で
よ
う
や
く
誤
り
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
う
。
符
式
の
署
の
位
置
が
強
く
意
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
み
て
よ
い
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
は
、
木
簡
に
み
ら
れ
る
符
で
も
変
り
は
な
い
。
そ
の
主

要
な
も
の
を
掲
げ
る
。

〈
史
料
２
〉

ω
　
「硼
」
符
虎
々
塞
職
等
受

（
之
フ
習
書
、
略
）
　

藤
原
木
簡

一
十

一
二

〔司
ヵ
〕

符
造
酒
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
城
木
筒
二
十
二
三
九
三

・
符
三
野
部
石
嶋
等
□

右
為
打
　
勅
旨
紙
召
宜
知
此
状
以

・＝

　
＝

・

‘
莫
為
怠
遅
符
到
奉
行

大
属
錦
部
連
員
道

（年
　
月
　
日
）

平
城
木
簡

一
十
五
六

(3)(り
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す
る
。
施
行
文
言
は
、
①
で
は

「符
到
奉
行
」、
⑨

・
⑩
で
は

「故
符
」
だ
が
、

そ
れ
以
外
で
は
施
行
文
言
ら
し
き
も
の
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
た
、
位
署
と
年
月
日
の
位
置
関
係
の
知
ら
れ
る
の
は
、
図
書
寮
符
と
推
定
さ

れ
る⑤
と
、
⑪
の
み
で
あ
る
が
（⑨
の
“匪
産
」
は署
と
み
ら
れ
る）、
いず

れ
も
署
を
先
に
し
、
年
月
日
を
そ
の
次
行
に
記
し
て
い
て
、
符

の
様
式
に
か
な

っ
て
い
る
。
以
上
を
綜
合
す
れ
ば
、
正
倉
院
文
書
に
み
ら
れ
る
符
と
文
書
木
簡

に
み
ら
れ
る
符
と
の
間
に
は
、
様
式
上
は
、
基
本
的
な
差
違
は
な
か
っ
た
と
み

て
よ
い
。口

　
召

こ
の
符
の
系
列
に
属
す
る
と
み
ら
れ
る
も
の
に
、
召
す
な
わ
ち
召
文
な
い
し

召
喚
状
が
あ
る
。

文
書
冒
頭
を

「
召
」
で
書
き
は
じ
め
る
も
の
と
し
て
、
正
倉
院
文
書

の
な
か

に
、
つ
ぎ
に
挙
げ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
文
書
冒
頭
の
文
言
と
、

書
上
の
文
言
の
み
を
示
す

（注
記
は

『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
の
巻

・
頁
、
以

下
同
じ
）
。

〈
史
料
３
〉

ω
　
天
平
十
年
七
月
十
九
日

「
金
光
明
寺
造
物
所
経
師
召
文
案
」

一
〇
十
三

一
八

召
　
　
　
　
　
　
今
以
状
下
符
、

②
　
天
平
勝
宝
四
年
八
月
汁
日

「
造
東
大
寺
司
経
師
召
文
」
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一
二
十
三
五
五

造
東
大
寺
召
　
　
　
　
故
召
、

天
平
宝
字
二
年
二
月

「
造
東
大
寺
司
召
文
」
　
　
　
　
四
―
二
六
〇

造
東
大
寺
司
／
召
　
　
　
故
召
、

年
月
日
未
詳
（
天
平
宝
字
二
年
八
月
類
収
）
「
造
東
寺
司

（９
↓

経
師
召

文
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
一―
四
七
九

可
召
人
　
　
　
　
（き
止
文
言
ナ
シ
）

⑤
　
天
平
宝
字
二
年
八
月
十
九
日

「東
寺
写
経
所
召
文
」
　

四
十
二
九
〇

東
寺
写
経
所
召
　
　
梅
追
喚
如
件
、
莫
廷
遅
、

⑥
　
年
月
日
未
詳
（宝
亀
二
年
類
収
当
奉
写
東
大
寺

一
切
経
所
経
師
召
文
案
」

一
九
十

一
三
二

奉
写
東
大
寺

一
切
経
所
／
召
　
　
今
故
召
、

こ
の
召
が
符
の
系
列
に
属
す
る
下
達
文
書
で
あ
る
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
二
点
か

ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
第

一
に
、
⑪
の
召
は

「今
以
レ状
下
符
」

の
施
行
文

言
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
符
と
意
識
さ
れ
て
い
た
。
第
二
に
、
ω

・

②

。
①

・
⑤
の
四
例
は
位
署
と
年
月
日
の
位
置
関
係
が
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
符
式
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。

そ
し
て
同
様
の
こ
と
は
、
文
書
木
筒
の
召
に
つ
い
て
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
ず
符
の
例
と
し
て
挙
げ
た

〈
史
料
２
〉
①
の
符
は
、
召
喚
状
で
あ
る
。

人
間
の
召
喚
に
符
が
用
い
ら
れ
た
例
は
、
正
倉
院
文
書
に
も
、
あ
る
い
は
ま
た

天
平
六
年
出
雲
国
計
会
帳
に
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
符
は
そ
う
し
た
例
の
一
つ

で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
木
簡
に
み
ら
れ
る
召
の
署
の
位
置
が
符
式
に
か
な

っ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

『
平
城
官
木
簡
』

一
の

「解
説
」
で
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
多
数
の
召
木
簡
の
残
存
例
の
な
か
か
ら
、
様
式
の
知
る
こ

と
の
で
き
る
二
例
を
、
〈
史
料
４
〉
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。

〈
史
料
４
〉

①

。
府
召
　
牟
儀
猪
養
　
右
可
間
給
依
事
在
召
宜
知

。
状
不
過
日
時
参
向
府
庭
若
遅
緩
科
必
罪
醒
月
嵌
聴
付
酔
継
虫

平
城
木
簡

一
十
五
四

②
「〔響ヵ評

」劉

期

怠
々
莫

・
頭
　
助
　
大
属
　
少
属
　
潤
九
月
十
四
日
付
広
足平
城
木
筒

一
十
五
五

ω
は
左
兵
衛
府
ま
た
は
右
兵
衛
府
の
、
②
は
某
寮

（「解
説
」

は
天
平
十
八

年
の
も
の
と
推
定
し
て
い
る
）
の
召
喚
状
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
署
と
年
月
日

の
位
置
関
係
は
、
符
式
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
召
は
符
の
系
列
に
属
す
る
下
達
文
書
の
様
式
と
推
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
正
倉
院
文
書
の
な
か
に
は
、
そ
れ
と
は
系
列
を
異
に
す

る
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
召
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
も
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

〈
史
料
５
〉

①
　
「
造
東
寺
司
経
師
召
文
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一―
四
七
九

14)



造
東
寺
司
召

合
陸
人
（歴
名
略
）

右
人
等
、　
写
二始
　
御
願
経
・退
之
、
力
使
充
三左
大
舎
人
従
八
位

下
石
寸
宿
奈
万
昌
い
追
召
如
／件
、
加
誹

馴
・

天
平
宝
字
二
年
八
月
三
日
　
主
典
安
都
宿
祢

「
雄
足
」

②
　
「奉
写

一
切
経
所
経
師
等
召
文
」
　
　
　
　
　
　
　
一
四
十
四
四
四

奉
写

一
切
経
所
召

合
弐
拾
陸
人

（歴
名
略
）

以
前
人
等
、
並
違
二期
限
↓
至
〆今
未
〆参
、
侮
差
二坤
官
〔印
ゲ
良
上
嶋
津
一

召
レ之
、
事
有
二期
限
う
不
〆得
二遅
怠
↓
其
都
中
人
等
、
宜
〆充
レ食
、
其

都
外
人
等
、
宜
レ充
二食
馬
（
今
以
〆状
牒
示
、

天
平
宝
字
四
年
九
月
十
七
日
史
生
下
道
朝
臣

「福
床
呂
」

外
従
五
位
下
池
原
（鮮

）

造
東
大
寺
司
主
典
阿
都
宿
祢

「雄
塁

偽
の
書
上
が

「今
以
レ
状
牒
示
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ

の
二
つ
の
召
の
位
署
は
、
移
式
転
用
の
牒
式
に
よ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、

後
に
述
べ
る
、
下
達
文
書
と
し
て
の
牒
の
系
列
に
属
す
る
召
な
の
で
あ
る
。
そ

し
て
や
は
り
木
簡
の
召
に
も
、
同
様
の
も
の
が
見
出
せ
る
。
つ
ぎ
の
二
例
が
そ

れ
で
あ
る
。
②
の
年
月
日
の
下
の
欠
字
は
、
発
給
者
の
署
で
あ
ろ
う
。

〈
史
料
６
〉

ω

・
参
向
寮
家
若
緩
者
（脱
ア
ル
カ
）

畠

藍

軍

晰

十
腑

耐
報

路

ヵ
〕

平
経

費

西

）

②

・
式
部
省
召
　
書
生
佐
為
宿
祢
諸
床
呂

・　
　
　
　
　
十
二
月
十
日
日
日
日
旧
□
　
　
　
　
平
城
概
報

（
四
）

ハ　
　
と
口
・
・本
カ

こ
の
よ
う
な
召
に
類
似
し
た
も
の
に
、
告
と
充
が
あ
る
。
ま
ず
告
か
ら
み
る

こ
と
に
す
る
。

文
書
木
簡
と
し
て
の
告
は
、
い
わ
ゆ
る
告
知
札
を
除
け
ば
、
管
見
で
は
つ
ぎ

の
一
点
が
知
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

〈
史
料
７
〉

・
告
□
□
□
□
□

・
宜
知
此
心
莫
令
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
城
概
報

（
一
五
）

し
か
し
正
倉
院
文
書
の
例
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
も
符
の
系
統
の
も
の
と
牒
の
系

統
の
も
の
が
あ

つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ぎ
の
諸
例
が
そ
れ
で
あ
る
。

〈
史
料
８
〉

ω
　
「
写
経
司
校
正
勘
出
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一四
―

一
二
九

一口
日
日
Ш
顕
過
失
事

一日
日
日
日
日
国
堕

一
字
滅

一
百
張

一＝

一
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一日
日
日
日
日
回
色
如
数
減
除
、
授
勘
顕
人

一日
日
日
日
国
到
月
終
者
、
注
状
具
申
送
案

一日
日
日
日
日
回
此
副
為
烈
以
状
、
故
告
、

天
平
十
三
年
四
月
十
九
日

「造
東
寺
司
主
典
安
都
雄
足
状
」
（年
月
日
不
記
）
　
　
一
六
十
二
七
七

▲
口
　
経
所

銭

一
千
文

右
、
自
二泉
米
価
一可
レ返
二

貫
文
（
便
充
工額
田
部
筑
紫
（
今
具

〆状
、
以
告
、

主
典
安
都
雄
足

「造
東
寺
司
主
典
安
都
雄
足
状
」
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
十
六
八

（前
欠
）

一
以
二
明
日
＾
写
経
用
度
可
〆
下
三節
部
省
〔
宜
下
承
二知
状
↓
政
所
申
雑

使
六
人
許
夫
十
人
許
受
と、　
以
二
巳
時
前
｛
可
〆参
三向
節
部
省
↓
事

有
二要
促
↓
以
勿
三延
廻
↓
今
具
レ
状
、
以
告
、

主
典
安
都
雄
足

十
二
月
十
七
日

「造
石
山
寺
所
告
文
案
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
十

一
四
二

左
日
　
経
所
他
田
上
案
主
等

一
（略
）

一
可
召
経
師
等
八
人

（
歴
名
略
）

（師
脱
）

右
件
経
、
所
〆奉
〆始
主
一月
八
日
｛
宜
〆承
二知
状
↓
上
件
人
等
、

手
階
類
経
師
七
八
人
許
率
引
参
上
可
≧
口
知
↓　
但
上
馬
甘
者
司
許

者
、
二
月
三
日
以
前
参
上
、
今
具
／状
、
以
告
、

（道
主
）

天
平
宝
字
六
年
正
月
十
三
日
下

〔安
】

主
典
案
都
宿
祢

一
五
十
三

四
二

⑥
　
「
安
都
雄
足
牒
」

牒
　
石
山
務
所

充
下
米
拾
俵
一三篇
菰料
批舶雄憾
餘
卦〔米□

銭
弐
拾
貫
写
経
所
料

右
、
附
二便
寺
大
徳
一送
送
、
到
宜
二早
速
検
納
〔
以
告
、

正
月
十
八
日
　
安
都
雄
足

こ
の
う
ち
①
は
、
写
経
所
の
内
規
を
告
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
な
ら

ず
し
も
下
達
文
書
と
は
い
え
な
い
が
、
②

。
③

・
①

，
０
の
四
点
は
、

「今
具

豚状
、
以
告
」

「
宜
〆承
二知
状
↓
…
…
今
具
レ状
、
以
告
」

「
到
宜
二早
速
検
納
（

以
告
」
の
施
行
文
言
を
有
す
る
下
達
文
書
で
あ
る
。
そ
し
て
位
署
と
年
月
日
と

の
位
置
関
係
か
ら
み
れ
ば
、
①
は
符
の
系
統
に
、
ω
は
移
式
転
用
の
牒
の
系
統

に
属
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
０
は

「牒
」
で
書
き
出
し

「
以
告
」
で
止
め
る
、

下
達
文
書
と
し
て
の
牒
で
あ
る
。



な
お
つ
い
で
な
が
ら
、
②

・
０

・
０

の

『
大
日
本
古
文
書
』
で
付
せ
ら
れ
て

い
る
文
書
猪
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お
く
。
同
書
の
編
者
は
②
と
⑤
を
「安
都

雄
足
状
」
と
ｔ
、
０
を

「
安
都
雄
足
牒
」
と
し
て
、
い
ず
れ
も
あ
た
か
も
安
都

雄
足
個
人
が
発
し
た
か
の
よ
う
な
文
書
名
を
付
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
適
当
と

は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
み
な
雄
足
が
個
人
の
立
場
で
発
し
た

の
で
は
な
く
、
造
東
大
寺
司
主
典
と
し
て
の
立
場
で
発
給
し
た
公
文
書
と
し
て

の
下
達
文
書
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
②

・
０
に
文
書
名
を
つ
け

る
と
す
れ
ば
、

「造
東
大
寺
司
告
」

と
で
も
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
①
も

「造
東
大
寺
司
牒
」
と
す
る
方
が
、
文
書
の
内
容
に
そ
く
し
て
い
る
。
『
大
日
本

古
文
書
』
に
多
数
み
ら
れ
る

「安
都
雄
足
牒
」
の
ほ
と
ん
ど
が
、
造
東
大
寺
司

の
発
給
し
た
下
達
文
書
と
み
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
の
ち

に
再
び
触
れ
る
。

つ
ぎ
に
充
に
つ
い
て
み
る
と
、
木
簡
に
み
ら
れ
る
充
に
は

〈
史
料
９
〉
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。
但
し
②
は
習
書
で
あ
る
。

〈
史
料
９
〉

ω
　
春
日
所
充
韮
七
十
把
　
天
平
十
九
年
七
月
十
九
日
猪
〔醇
ヵ
〕

平
城
概
報

（
一
一
）

②

・
充
宜
充
之

宜
知
此
状

・
趣
趣
宜
知

「
□
」
隅
淵
ざ
趣
旨
　
　
　
　
　
　
　
　
平
城
木
簡
二
十
二
六
三

一

充
の
語
は
、
物
品
を
官
司
な
り
官
人
な
り
に
ア
テ
ガ
ウ
さ
い
に
用
い
ら
れ
る

語
で
あ
る
が
、
さ
き
に
符
の
項
で
紹
介
し
た

「造
東
寺
司
紙
筆
墨
軸
等
充
帳
」

の
な
か
に
は
、
多
装
の

「政
所
符
」
と
並
ん
で
、
〈
史
料
Ю
〉

の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
。

〈
史
料
Ю
〉

⑪
　
「
政
所
充
紙
文
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一十

一
〇

充
経
所
色
紙
参
伯
参
拾
陸
張

標
二
百
井
六
張
仁
師
郷
触
張
敷
金

青
褐

一
百
張
不
敷
金
銀

穀
紙
参
仔
玖
伯
伍
張
　
九
紙
参
伯
玖
張

右
、
奉
二為
　
太
皇
太
后
（
依
二飯
高
命
婦
宣
↓
奉
〆
写
二梵
網
経

一

百
部
・料
、
充
如
レ件
、

判
官
上
毛
野
君

石
川
朝
臣

「豊
床
呂
」

天
平
勝
宝
六
年
七
月
十
五
日
付
上
馬
甘

②
　
「
政
所
充
紙
文
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
一―

一
一

充
経
所
銀
塵
紅
紙
壱
伯
沿
陸
張

右
、
依
二内
侍
因
八
万
中
村
宣
お
可
〆奉
〆写
二
七
仏
神
児
経
、
地
蔵
経
、
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無
垢
称
経
・料
、
分
付
如
／件
、

次
官
佐
伯
宿
祢
　
　
判
官
上
毛
野
君
買
人

天
平
勝
宝
六
年
九
月
九
日
付
呉
原
生
人

⑥
　
「政
所
充
金
墾
文
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
一―
八

政
所
充
　
写
経
所
領
呉
原
生
人
等

金
握
壱
分
右
、
絵
三表
紙
一料
、
所
〆充
如
〆件
、

天
平
勝
宝
六
年
三
月
十
二
日

次
官
佐
伯
宿
祢
今
毛
人

ω
と
②
は
、
書
き
出
し
を

「充
」
と
し
、　
そ
の
下
に
宛
所
を
記
し
、

「充
如

／
件
」

「
分
付
如
〆件
」
で
結
が
下
達
文
書
で
あ
る
。

位
署
と
年
月
日
の
位
置
関

係
も
、
符
式
に
か
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
③
は
、
さ
き
に
符
に
つ
い
て

述
べ
た
さ
い
に
触
れ
た
、
佐
伯
今
毛
人
が
書
式
を
誤

っ
て
書
い
た
三
通
の
う
ち

の
一
通
で
あ
る
。
今
毛
人
自
筆
の
文
書
は
、
「符
」
（
正
月
十
九
日
付
）
、
「
政
所

充
」
（史
料
Ю
ｌ
⑤
）
、
「
政
所
符
」
会
一月
十
六
日
付
）
、
「
政
所
符
」
（史
料
１

１
０
）
の
順
に
並
ん
で
い
る
か
ら
、
こ
の

「
政
所
充
」
は
符
と
同
じ
機
能
を
も

つ
公
文
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。
と
す
れ
ば
、

「充
」

で
書
き
始

め
る
公
文
書
も
、
符
か
ら
派
生
し
た
下
達
文
書
の
一
様
式
と
み
な
し
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

一
一

平

行

文

書

公
式
冷
に
お
い
て
、
所
管
―
被
管
関
係
に
な
い
官
司
相
互
に
授
受
さ
れ
る
公

文
書
の
様
式
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
移
で
あ
る
。
こ
の
移
に
つ
い
て

の
令
の
規
定
お
よ
び
明
法
家
の
解
釈
で
留
意
し
て
お
く
必
要
の
あ
る
の
は
、
つ

ぎ
の
四
点
で
あ
る
。

①
移
も
、
官
司
と
官
司
と
の
間
で
授
受
さ
れ
る
公
文
書
の
様
式
で
あ
る
こ
と

が
、
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

②
符
と
同
じ
く
、
差
出
所
と
宛
所
を
明
記
す
る
こ
と
。

③
官
司
と
官
司
の
関
係
が
因
事
管
隷
で
な
い
場
合
は
書
上
を

「
故
移
」
と
し
再

困
事
管
隷
の
場
合
は
書
と
を

「
以
移
」
と
す
る
と
定
め
て
い
る
こ
と
。

④
令
集
解
の
古
記

・
令
釈
お
よ
び
義
解
は
、　
一
致
し
て
、
Ａ
省
被
管
の
職

。

寮

。
司
が
、
Ｂ
省
あ
る
い
は
Ｂ
省
被
管
の
職

ｏ
寮

・
司
に
対
し
て
、
直
接

に
移
を
発
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
。

と
こ
ろ
が
、
文
書
木
簡
お
よ
び
正
倉
院
文
書
の
実
例
を
み
る
と
、
こ
の
四
点

は
ほ
と
ん
ど
守
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
正
倉
院
文
書
の
例
を
挙

げ
る
の
は
煩
雑
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
木
簡
の
例
に
つ
い
て
み
る

こ
と
に
す
る
。
言
及
す
る
木
簡
の
事
例
を
、
〈史
料
Ｈ
〉
と
し
て
掲
げ
る
。

〈
史
料
Ｈ
〉

ω

・
主
水
司
人
等
移
買
広
人
所



□
□
□
味
物
煎
回
□
所
　
　
　
　
　
　
　
平
城
木
簡
三
十
二
八
五
八

移
請
受
陵
伊
□

和
釦
八
年
五
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
城
概
報

（
一
二
）

嶋
掃
進
兵
士
四
人
依
人
役
数
欠

状
注
以
移
　
天
平
十

一
年
正
月
二
日
　
　
　
　
　
平
城
概
報

（
八
）

陰
陽
寮
移
　
大
炊
寮
給
飯
捌
升
右
依

例
給
如
件
録
状
故
移
　
銅
川
蜘
引
酬
‐‐‐‐
Ш
　
　
　
平
城
概
報

（七
）

造
兵
司
移
衛
門
府
賊
離
餅
嚇
隣
理
已
詑
宜

承
状
知
以
踏
和
幹
鱒
拗
撃
蹴
似
彫
従
七
位
上
行
大
令
史
膚
井
連

「□
足
」

平
城
概
報

（
一
四
）

①
官
司
相
互
の
授
受
文
書
と
す
る
点
に
つ
い
て

正
倉
院
文
書
の
な
か
に
は
、
こ
の
こ
と
に
反
す
る
事
例
を
見
出
す
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
し
た
が

っ
て
こ
の
点
は
、
か
な
り
遵
守
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
が
、
た
だ

一
例
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
木
筒
の
な
か
に
ω
の
よ
う
な
も

の
が
存
す
る
。
宛
所
を
こ
の
木
筒
の
よ
う
に
、

「
人
名
プ
ラ
ス
所
」

と
記
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
捨
れ
を
擬
似
官
司
な
い
し
擬
似
機
関
と
し
て
表
記
す
る
こ
と
は
、

正
倉
院
文
書
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
木
簡
の
差

出
所
は

「
主
水
司
人
等
」
で
あ

っ
て
、
官
司
と
し
て
の
主
水
司
で
は
な
い
。
つ

ま
り
こ
れ
は
主
水
司
移
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
が

一
つ
で
も

存
す
る
と
す
れ
ば
、
移
が
、
官
司
相
互
の
授
受
文
書
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
た

と
す
る
こ
と
に
、
憂
い
の
眼
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

②
差
出
所
と
宛
所
を
明
記
す
る
点
に
つ
い
て

こ
の
点
に
反
し
た
事
例
も
、
正
倉
院
文
書
の
な
か
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
し
か
し
や
は
り
木
簡
に
、
②

。
③
の
よ
う
に
差
出
所
も
宛
所
も
書

か
な
い
も
の
が
存
す
る
。
こ
う
し
た
移
は
、
文
書
と
し
て
の
伝
達
機
能
よ
り
も
、

こ
れ
を
持
参
し
た
使
者
の
口
上
の
方
が
、
よ
り
多
く
の
伝
達
機
能
を
果
し
た
と

推
察
さ
れ
る
。

③

「
故
移
」
と

「
以
移
」
の
別
に
つ
い
て

実
例
に
お
い
て
は
、
こ
の
区
別
は
不
明
確
で
あ
る
。
事
例
の
紹
介
は
省
略
す

Ｚや
。

④
所
管
官
司
の
異
な
る
被
管
官
司
の
移
の
授
受
に
つ
い
て

令
集
解
の
諸
注
釈
は
、
Ａ
省
被
管
の
甲
司
が
、
Ｂ
省
あ
る
い
は
Ｂ
省
被
管
の

乙
司
へ
、
直
接
に
移
を
発
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
そ
う
し
た
場
合
は
、

甲
司
は
所
管
の
Ａ
省

へ
上
申
し
、
Ａ
省
か
ら
Ｂ
省
あ
る
い
は
乙
司
へ
移
を
発
す

る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に
反
す
る
事
例
は
正
倉
院
文
書
の
な
か
に
も
み
ら

れ
る
が
、
⑭

・
⑤
の
木
簡
も
そ
の
例
で
あ
る
。
①
は
中
務
省
被
管
の
陰
陽
寮
が
、

中
務
省
を
介
さ
ず
に
直
接
に
官
内
省
被
管
の
大
炊
寮
に
対
し
て
発
し
た
移
で
あ

り
、
⑤
は
兵
部
省
被
管
の
造
兵
司
が
、
兵
部
省
を
介
さ
ず
に
衛
問
府
に
対
し
て

発
し
た
移
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
移
に
は
、
公
式
令
の
規
定
あ
る
い
は
諸
注
釈
の
解
釈
に
反
す
る
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事
例
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
文
書
様
式
と
し
て
の
移
の
も
つ
問
題

点
は
、
む
し
ろ
移
と
牒
と
の
境
界
が
曖
味
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
も
そ
も
牒
と
い
う
様
式
の
公
文
書
は
移
式
を
転
用
し
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
境
界
が
曖
味
な
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
な
の

か
も
知
れ
な
い
の
だ
が
。

古
文
書
学
の
概
説
書
な
ど
が
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
牒
は
所
管
―
被
管
関

係
の
曖
味
な
官
司
相
互
に
、
特
に
今
外
官
を
中
心
に
さ
か
ん
に
用
い
ら
れ
、
そ

の
た
め
や
が
て
移
を
圧
倒
し
て
牒
が

一
般
化
す
る
に
い
た
り
、
移
は
消
滅
し
た
、

と
さ
れ
て
い
従
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
理
解
に
は
、
二
つ
の
点
で
問
題
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
移
と
牒
と
の
境
界
は

も
と
も
と
不
分
明
の
も
の
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
い

ま

一
つ
は
、
あ
る
局
面
に
お
い
て
は
、
移
は
以
後
な
が
く
用
い
ら
れ
た
と
み
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第

一
の
点
に
つ
い
て
、
造
東
大
寺
司
が
令
制
の
俗
官
官
司
と
の
間
で
授
受
し

た
文
書
を
み
る
と
、
多
く
の
場
合
に
移
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
な

か
に
も
、
図
書
寮
と
の
授
受
文
書
に

「造
東
大
寺
司
牒
図
書
寮
」
と
す
る
も
の

と

「図
書
寮
移
造
東
大
寺
司
」
と
す
る
も
の
と
が
み
ら
れ
る
。
同
じ
官
司
で
あ

る
の
に
、　
一
方
は
牒
を
用
い
、　
一
方
は
移
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
造

東
大
寺
司
と
皇
后
官
職
、
造
東
大
寺
司
と
紫
微
中
台
と
の
間
の
授
受
文
書
に
は
、

例
外
な
く
牒
が
用
い
ら
れ
、
移
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
は
、
皇
后
官

職
も
紫
微
中
台
も
令
外
官
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
が
牒
の
用
い
ら
れ
た
理
由

で
あ

っ
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
二
つ
の
官
司
は
、
官
職
の
相

当
位
の
規
定
さ
れ
た
、
後
世
い
う
と
こ
ろ
の

「
除
目
官
」
の
官
司
で
あ

っ
て
、

「
宣
旨
官
」

の
官
司
で
は
な
い
。　
た
だ
、
移
と
牒
と
の
境
界
が
曖
味
な
例
は
、

こ
う
し
た
、
広
い
意
味
で
の
令
外
官
と
他
の
官
司
と
の
授
受
文
書
に
お
い
て
の

み
み
ら
れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
結
局
、
そ
う
し
た
場
合
の
授
受
文
書
に
移

を
用
い
る
か
牒
を
用
い
る
か
に
つ
い
て
、
明
確
な
基
準
は
な
か
っ
た
ら
し
い
と

い
い
う
る
に
と
ど
ま
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
今
制
官
司
と
令
制
官
司
と
の
間
で
授
受
さ
れ
る
平
行
文
書

に
、
牒
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
場
合
は
、
す
べ
て
移
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
こ
と
は
、
後
世
に
い
た
る
ま
で
遵
守
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が

っ
て
、
移
の
機
能
が
牒
に
と
っ
て
代
ら
れ
て
消
滅
し
た
と
は
考
え
が
た

い
の
で
あ

っ
て
、
平
安
時
代
以
降
の
移
の
残
存
例
が
少
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く

つ
ぎ
の
二
つ
の
理
由
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。　
一
つ
は
、
令
制
官
司
の
官
司
と
し

て
の
機
能
の
減
退
で
あ
る
。
官
司
と
し
て
の
機
能
が
失
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け

官
司
相
互
の
平
行
文
書
と
し
て
の
移
を
発
給
す
る
機
会
も
乏
し
く
な
る
。
い
ま

一
つ
は
、
移
は
官
庁
文
書
で
あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
後
世
に
残
さ
れ
る
機
会
に

乏
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
日
常
的
に
授
受
さ
れ
る
こ
の
種
の
公
文
書
は
、　
一

定
期
間
を
経
れ
ば
廃
棄
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
運
よ
く
残
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
保
管
し
た
官
司
自
体
が
廃
絶
す
れ
ば
、
文
書
も
消
滅
し
て
し
ま
う
。



〓
一

上

申

文

書

こ
こ
で
は
、
上
申
文
書
と
し
て
の
辞

・
解

・
請

・
進

・
啓

・
状

。
（通
）
な

ど
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
上
申
文
書
に
は
、
い
ま

一
つ
重
要
な
も
の
と

し
て

「某
の
前
に
申
す
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に

別
個
に
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

公
式
令
に
上
申
文
書
と
し
て
定
め
る
も
の
は
、
Ｈ
条
の
解
式
、
１４
条
の
牒
式
、

‐５
条
の
辞
式
の
三
種
で
あ
る
。

Ｈ
解
式
式
部
省
解
申
其
事

其
事
云
々
、
謹
解
、

年
月
日
　
　
大
録
位
姓
名

卿
位
姓
名
　
　
　
　
大
丞
位
姓
名

大
輔
位
姓
名
　
　
　
少
丞
位
姓
名

少
輔
位
姓
名
　
　
　
少
録
位
姓
名

‐４
牒
式
牒
、
云
云
、
謹
牒
、

年
月
日
　
　
其
官
位
姓
名
牒

‐５
辞
式
年
月
日
位
姓
名
辞
、

其
事
云
々
、
謹
辞
、

公
式
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
解
は

「
八
省
以
下
内
外
諸
司
、　
上
二

太
政
官
及
所
レ管
」

に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。　
す
な
わ
ち
官
可
か
ら
官
司

へ
上
申
す
る
文
書
が
、
解
で
あ
る
。　
こ
れ
に
対
し
て
牒
式
の
牒
は
、

「内
外
官

人
主
典
以
上
、
縁
〆事
申
二牒
諸
司
一式
」

で
あ

っ
て
、
主
典
以
上
の
官
人
個
人

が
官
司
に
上
申
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
公
文
書
で
あ
る
。　
同
様
に
辞
は
、

「内
外
雑
任
以
下
、
申
二牒
諸
司
一式
」

で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
雑
任
以
下
庶
人
に

い
た
る
ま
で
の
個
人
が
官
司
に
上
申
す
る
さ
い
に
用
い
ら
れ
る
公
文
書
の
様
式

と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
公
式
様
文
書
の
体
系
と
し
て
は
、
官
司
が
上
級

官
司
に
上
申
す
る
と
き
は
解
を
、
個
人
が
官
司
に
上
申
す
る
と
き
は
そ
の
政
治

的
地
位
に
よ
っ
て
牒
ま
た
は
辞
を
用
い
る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
た
、
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
個
人
が
官
司
に
オ
し
て
上
申
す
る
場

合
に
も
解
が
さ
か
ん
に
用
い
ら
れ
た
反
面
、
牒
式
の
牒
と
移
式
転
用
の
牒
と
の

区
別
は
曖
味
で
あ
り
、
辞
に
い
た
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
牒
式
の
牒
と
移
式
転
用
の
牒
と
の
関
係
、

換
言
す
れ
ば
今
日
に
残
さ
れ
て
い
る
多
数
の
牒
の
な
か
に
牒
式
の
牒
が
見
出
せ

る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
牒
の
多
様
性
の
問
題
と
し
検

討
す
る
予
定
な
の
で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
と
い
わ
れ
る
辞
か
ら
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

イ
　
辞
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相
田
二
郎

『
日
本
の
古
文
書
』
下
に
は
、

「牒
」

の
附
載
と
し
て
、
康
保
二

年

（九
六
五
）
三
月
三
日
付
八
幡
由
原
官
師
僧
仙
照
辞
と
、
康
平
元
年

（
一
〇

五
八
）
十
二
月
十

一
日
付
大
学
允
某
辞
の
、
二
通
の
辞
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
種
の
辞
は

『
平
安
遺
文
』
に
も
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
後
代
の
も
の
で

あ
り
、
ま
た
公
式
令
の
辞
式
と
は
様
式
を
異
に
し
て
い
る
。
相
田
氏
が
い
わ
れ

る
よ
う
に
、
「解
の
例
文
に
辞
を
替

へ
た
如
き
も
の
で
あ
る
」
（五
三
頁
上
段
）
。

つ
ま
り

「辞
」
字
を

「解
」
字
に
代
え
て
も
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
。
し
た
が

っ

て
こ
れ
ら
が
公
式
令
辞
式
の
辞
の
実
例
で
あ
る
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な

い
。さ

か
の
ば

っ
て
八
世
紀
の
正
倉
院
文
書
の
な
か
に
も
、
辞
式
の
辞
の
実
例
と

み
ら
れ
る
も
の
は
見
出
せ
な
い
。
宝
亀
二
年
か
ら
同
三
年
に
か
け
て
の
、
奉
写

一
切
経
所
の
経
師
手
実
の
な
か
に
、
二
〇
通
の

「物
部
道
成
辞
」
が
あ
る
が
、

こ
れ
も

「解
」
字
に

「辞
」
字
を
充
て
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
辞
式
の
辞
は
全
く
存
し
な
か
っ
た
と
断
言
で
き
る
か
と
い
う
と
、

そ
う
も
い
い
き
れ
な
い
面
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
売
券
な
ど
に

「辞
状
」
と

い
う
語
が
散
見
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
天
平
宝
字
五
年
十

一
月
十
七

日
付
大
和
国
十
市
郡
池
上
郷
屋
地
売
買
券

（四
十
五
二
〇
）

は
売
人
の

「辞

状
」
に
よ
っ
て
立
券
し
た
も
の
で
あ
る
。
天
平
勝
宝
七
歳
三
月
九
日
付
越
前
国

公
験

（四
十
四
九
）
で
は

「
大
伴
宿
祢
床
呂
等
状
」
を

「辞
状
」
と
い
っ
て
い

る
。
同
様
に
天
平
勝
宝
五
年
三
月
十

一
日
付
薬
師
寺
三
綱
牒

（
三
十
六

一
八
）

で
は
「
先
三
綱
願
照
等
状
」
を
「辞
状
」
と
い
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
ら
の

「
辞

状
」
が
、
公
式
令
辞
式
に
の
っ
と
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
か
否
か
を

み
き
わ
め
る
手
だ
て
は
、　
全
く
な
い
。　
む
し
ろ
あ
と
の
二
例
で

「
某
状
」

を

「辞
状
」

と
称
し
て
い
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、　
そ
れ
が
文
書
と
し
て
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
後
述
の
啓

。
状
の
如
き
も
の
を
想
定
す
る
方
が
、
無
難

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
辞
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
不

明
で
あ
る
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
辞
と
多
少
と

も
関
係
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
文
書
木
衛
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

〈
史
料
１２
〉

〔誠
と

。
右
京

一
条
四
坊
戸
主
国
寛
忌
寸
薩
比
登
□
口
日

。
欲
給
故
牒
　
　
右
如
件
　
　
　
　
　
　
　
平
城
木
衛
三
十
三

一
九
〇

こ
の
木
簡
に
つ
い
て

「解
説
」
は
、
「
表
面
下
端
の

「誠
」

が
啓
状
の
常
套

旬
の

「誠
捏
誠
恐
謹
言
」
だ
と
す
る
と
牒
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
ま
た
牒
で
書
止

が

「右
如
件
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
例
を
み
な
い
。
あ
る
い
は
文
書
、
書
状
の

文
言
を
習
書
し
た
も
の
か
」
と
述
べ
て
、
記
述
に
疑
間
を
呈
し
て
い
る
。
た
し

か
に
、
牒
で

「謹
牒
」

「謹
以
牒
上
」

と
す
る
も
の
は
あ

っ
て
も
、

「誠
性
誠

恐
」
等
の
文
言
を
も
つ
例
は
み
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し

「
以
牒
」
な
ど
の
書
止

文
言
を
記
し
た
の
ち
に
さ
ら
に

「牒
到
准
〆状
、

以
牒
」
と
い
う
施
行
文
言
を

記
し
た
牒
は
存
す
る
か
ら
、
「右
如
〆
件
」
と
あ

っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

も
思
わ
れ
る
。
だ
が
む
し
ろ
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
人
名
の
前
に
記
さ
れ
た

本
買
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
公
式
令
辞
式
に
は

「若
庶
人
、
称
二本
属
こ

と

い
う
本
注
が
あ

っ
て
、
位
階
を
も
た
な
い
庶
人
は
本
貫
を
記
す
こ
と
に
な
っ
て



い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
本
簡
は

「
故
牒
」
で
書
止
め
て
は
い
る
が
、
そ
の
本

貫
の
記
載
に
は
、
辞
式
と
の
関
係
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、
公
式
令
辞
式
が
示
す
そ
の
書
様
は
、
他
の
公
式
様
文
書
と
は
著

し
く
異
な
っ
て
い
て
、
年
月
日
を
冒
頭
に
記
す
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
書
様
は
、
岸
俊
男
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
大
宝
令
以

前
に
行
わ
れ
た
古
い
書
様
で
あ
従
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
様
式
の
辞
が
、

正
倉
院
文
書
に
も
木
簡
に
も
見
出
せ
な
い
の
は
、
あ
る
い
は
当
然
の
こ
と
で
あ

る
の
か
も
知
れ
な
い
。

口
　
解

公
式
令
に
定
め
る
解
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
下
級
官
司
が
上
級
官
司

に
対
し
て
上
申
す
る
さ
い
に
用
い
ら
れ
る
公
文
書
の
様
式
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
解
の
宛
先
は
、
太
政
官
か
、
も
し
く
は
直
属
の
上
級
官
司
に
か
ぎ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
宛
先
が
明
確
で
あ
る
か
ら
、
解
に
は
宛
所
を
書
く
必
要
が
な
い
わ

け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
解
が
、
個
人
の
上
申
文
書
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
と

す
る
と
、
事
情
は
や
や
異
な
っ
て
く
る
。
官
司
が
官
司
に
対
し
て
上
申
し
た
解

に
は
ほ
と
ん
ど
問
題
と
す
べ
き
点
は
な
い
の
で
、
以
下
は
、
個
人
が
上
申
し
た

解
に
つ
い
て
述
べ
る
。

正
倉
院
文
書
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
、
個
人
が
差
出
し
た
多
数
の
解
を
み
る

と
、
そ
れ
に
は
お
お
ま
か
に
い
っ
て
、
二
つ
の
様
式
の
も
の
が
あ
っ
た
。

〈
史
料
１３
〉

ω
　
「秦
太
徳
請
暇
解
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
十
五
六
〇

秦
太
徳
解
　
申
請
暇
日
事

合
三
箇
日

右
、
依
二快
畢
↓
請
二
暇
日
一如
レ件
、
力
注
レ状
、
以
解
、

宝
亀
元
年
十
月
十
三
日

②
　
「
刑
部
広
浜
請
暇
解
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
十
五
六
三

謹
解
　
申
請
暇
事

合
十
箇
日

右
、
為
ニ
ロ
病
治
｛
請
レ
暇
如
〆件
、
狗
注
レ状
、
謹
解
、

神
護
景
雲
四
年
八
月
十

一
日
刑
部
広
浜

①
は
、
上
申
者
の
名
を
初
行
に
差
出
所
と
し
て
書
く
も
の

（
こ
の
場
合
は
年

月
日
下
に
は
上
申
者
の
名
を
記
さ
な
い
の
が
例
で
あ
る
が
、
重
ね
て
上
申
者
の

名
を
署
す
も
の
も
あ
る
）
で
あ
り
、
②
は
発
端
を

「謹
解
」
と
の
み
記
し
、
上

申
者
の
名
は
年
月
日
下
に
署
し
た
も
の
で
あ
る
。
木
簡
に
同
様
の
例
を
求
め
る

と
、

〈史
料
１４
〉

の
①

。
②

・
０
は
第

一
の
例
で
あ
り
、
①

・
０
は
第
二
の
例

で
あ
る
。

〈
史
料
１４
〉

ω

。
弥
努
王
等
解
　
簿
孵
　
一
一庇

〔欲
〕
〔束
力
〕

「
□
□
□
□
」
「
□
□
」

。
使
部

〔
使
鯛
屯
日
日

Ｈ
国
連
連
連
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
宮
七
八



14)(3) 12)

□
岡
日
Ｈ
国

⑤

・
謹
解
　
申
請
間
食
事

日

回

母
□
部
苦
人
日
―十
日

ｏ
（
ウ
ラ
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
城
木
簡
三
十
三
二
七

一

こ
う
し
た
個
人
の
上
申
す
る
解
に
関
し
て
は
、
種
々
の
興
味
あ
る
事
柄
が
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

そ
の
一
つ
は
、
官
司
が
上
申
す
る
解
に
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
宛
所
は
書
か

れ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
個
人
の
解
に
は
、
し
ば
し
ば
宛
所
を
も
つ
も
の

が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
正
倉
院
文
書
の
例
は
省
き
、
木
簡
の
例
を
二
つ
挙

げ
る
。

〈
史
料
１５
〉

〔鹿
力
〕

ω

・
謹
解
　
□
□
尊

・〔酔
酔
招
要
用
垂
恩
澤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
城
概
報

（
一
一
）

②
　
謹
解
　
川
口
関
務
所
　
木
土
返
避
夫
人
事
　
伊
勢
国
平
城
木
簡

一
十
七
九

あ
る
官
司
な
り
機
関
に
所
属
す
る
者
が
、
そ
の
官
司

・
機
関
に
上
申
す
る
場

公式様文書と文書木簡

日
口
初
位
上
桧
前
舎
人
倭
麻
呂
謹
解
申
請
日
日

日

　
　
　
　
□

狛
首
乙
山
謹
解
申

謹
解
申
請
銭
□
同

西〔酵
鯉
米
三
十
日

平
城
木
簡

一
十
八

一

平
城
概
報

（
一
四
）

平
城
概
報

（
一
七
）

合
に
は
、
あ
え
て
宛
所
を
書
く
必
要
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
解
が
個
人

一

般
の
使
用
す
る
上
申
文
書
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
れ
ば
、
差
出
者
の
側
と
し
て

は
、
宛
所
を
書
こ
う
と
す
る
意
識
が
生
ま
れ
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

こ
の
こ
と
は
、
後
述
の

「
某
の
前
に
申
す
」
と
い
う
上
申
様
式
に
も
通
ず
る
事

柄
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

二
つ
め
は
、

〈史
料
１５
〉
ω
の
宛
所
の

「□
□
尊
」
と
い
う
表
記
か
ら
知
ら

れ
る
よ
う
に
、
個
人
の
解
に
は
、
後
述
の
啓

。
状
に
近
似
す
る
も
の
が
多
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

「尊
」

は
、
啓

・
状
の
宛
所
の
表
記
に
一
般
的
に
み
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
が
、
文
書
名
を
解
と
す
べ
き
か
啓

・
状
と
す
べ
き
か
に
迷
う
例

を
、
〈史
料
１６
〉
と
し
て
示
す
。

①
と
②
は
解
と
啓
の
、
⑤
は
解
と
状
の
区
別

の
分
明
で
な
い
事
例
で
あ
り
、
⑭
は
宛
所
を
も
つ
解
な
い
し
は
状
の
例
で
あ
る
。

〈
史
料
１６
〉

①
　
「
丹
比
道
足
解
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
十
三
九
八

丹
比
道
足
謹
解
　
申
勘
紙
事

合
巻
鮒
六

（注
記
略
）

右
、
件
校
経
十
月
下
番
料
、
偽
状
注
瓢
、

天
平
十

一
年
十
月
十
九
日

②
　
「
草
原
島
守
啓
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
十
四
六
七

謹
啓
　
定
炭
事

合
十
五
斜
就嫉勅醐

右
、
大
殿
御
畠
倉
宿
置
旨
如
／件
、
引
田
、

i37



六
月
三
日
草
原
嶋
守

⑤
　
「
経
師
錦
部
広
継
解
」

謹
解
　
申
請
装
渡
布
施
可
レ給
事

合
堺
紙
壱
仔
柴
伯
張

一
九
―
二
四
四

右
、
布
施
可
レ給
状
、
注
顕
申
送
、
馴
鯛
、

宝
亀
三
年
二
月
五
日
錦
部
広
継
謝
凋

④
　
「長
背
広
足
経
師
貢
進
解
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
―
二
七
五

謹
解
　
申
貢
経
師
事

少
初
位
上
秦
勝
常
陸

右
人
、
経
師
　
一貝
上
如
〆件
、

天
平
宝
字
二
年
七
月
十
七
日

長
背
広
足
謹
状

謹
上
　
五
百
瀬
尊
机
下

も
と
も
と
公
式
令
で
は
個
人
が
個
人
に
対
し
て
差
出
す
私
状
の
様
式
は
定
め

て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
解
が
個
人
の
上
申
文
書
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
れ

が
①
の
よ
う
に
個
人
に
宛
て
て
差
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
丁
重
な
文
言
を
も
つ

も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
宛
先
が
写

経
所
と
推
定
さ
れ
る
ω

ｏ
②

ｏ
③
の
よ
う
な
例
が
存
す
る
こ
と
は
、
宛
先
が
官

司
で
あ
れ
個
人
で
あ
れ
、
個
人
の
上
申
文
書
と
し
て
の
解
と
啓

・
状
の
区
別
が
、

あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
文
書
木
筒
の
例
を

一

つ
示
す
。

〈
史
料
１７
〉

。
日
日
□
解
□
息
事
右
日
日
□
者
粂
酬
ｒ
日
□
延
年
如
常
＝

上
日
日
日
日
日
日
回
□
□
等
師

状

と
□
謹
啓
今
願
所
者
＝

＝
襴

融

日

――

〔脳

淋
大
解

往

平
城
木
簡

一
十
八
〇

こ
れ
は
、

「解
説
」
で

「
個
人
の
啓
状
か
。
解
文
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
」

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
木
筒
で
あ
り
、
ま
た
今
泉
隆
雄
氏
に
よ
っ
て
、
西
官
兵
衛

某
に
よ
る
郡
領
任
官
の
請
願
文
書
の
下
書
き
と
し
て
注
目
さ
れ
た
も
の
で
あ
従
。

た
し
か
に
文
書
名
を
解
と
す
べ
き
か
啓
と
す
べ
き
か
、
迷
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
種
の
任
官
請
願
文
書
と
し
て
は
、
著
名
な
他
田
日
奉
部
神
護
解

（三
―

一

四
九
）
が
あ
る
が
、
そ
れ
は

「謹
解
　
申
請
海
上
郡
大
領
司
仕
奉
事
」
と
書
い

た
あ
と
に
、
周
知
の
よ
う
に
宣
命
体
の
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る

（書
止
文
言

・

年
月
日

・
署
名
な
し
）
。　
そ
の
ほ
か
に
任
官
請
願
文
書
と
し
て
私
が
知
り
え
た

も
の
は
天
平
宝
字
六
年
門
十
二
月
九
日
付
和
雄
弓
啓

（
五
十
三
三
二
、
経
生
ヘ

の
採
用
願
）
と
、
年
不
明

（宝
亀
四
年
力
）
十
月
十
三
日
付
上
咋
床
呂
状

（
二

二
十
一
一
一
二
、
左
右
兵
衛
府

・
左
右
衛
士
府
に
任
官
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
推

薦
依
頼
）
の
わ
ず
か
二
通
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
啓

・
状
で

あ
る
。
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い
さ
さ
か
啓

・
状
に
深
入
り
し
た
の
で
、
つ
ぎ
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る

の
が
順
序
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
前
に
、
解
の
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
請
と
進
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

ハ
　
請

・
進

物
品
等
の
請
求
文
書
と
し
て
の
請
の
木
簡
は
、
文
書
木
筒
と
し
て
は
最
も
多

量
に
出
上
し
て
い
る
の
で
、
事
例
を
示
す
の
は
省
略
す
る
。
同
様
に
正
倉
院
文

書
の
な
か
に
も

「請
」
で
書
き
出
す
文
書
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
解

の
系
統
に
属
す
る
上
申
文
書
で
あ
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
天
平
十
八
年
か
ら
同

十
年
に
い
た
る
ま
で
の
、
写
後
経
所

・
写
後
書
所
が
筆

・
墨
等
を
請
求
し
た
文

書
を
綴

っ
た

「
写
後
経
所
写
後
書
所
請
筆
墨
帳
」

（九
十

一
七
八
―

一
九

一
）

に
、
解
と
請
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
但
し

〈
史
料
１８
〉
の

木
簡
は
、
啓

・
状
の
系
列
に
属
す
る
請
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
解
と
啓

。
状

が
近
接
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す

一
例
で
あ
る
。

〈
史
料
１８
〉

・
請
飯

一
二
升
許
　
　
大
人
謹
状

・
十
二
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
城
槻
報

（四
）

請
と
同
じ
よ
う
な
も
の
に
、
進

。
進
上
が
あ
る
。
〈史
料
１９
〉
は
木
簡
、
〈史

料
２０
〉
は
正
倉
院
文
書
の
例
で
あ
る
。

『
大
日
本
古
文
書
』

が

「
送
進
文
」
と

す
る
こ
う
し
た
進

・
進
上
も
、
さ
き
に
充
を
下
達
文
書
の
一
様
式
と
み
た
の
と

同
じ
よ
う
に
、
上
申
文
書
の
一
様
式
と
み
な
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〔右
依
力
〕

□
□
□
日
日

平
城
木
簡

一
―
四
四

・　
　
　
　
　
七
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
平
城
木
簡
二
十
二
七
三
二

〔東
力
〕

③

・
□
薗
進
上
日
日
日
日
日
凹

。
薬
□
日
□
□
□
〔酢
碇
付
三
回
　
　
　
　
　
　
　
平
城
概
報

（
一
一
）

⑭

。
進
上
　
氷
三
荷
丁
刑
部
興
塩

・　
　
神
亀
六
年
五
月
十
九
日
少
山
部
得
太
理
　
平
城
概
報

（
一
五
）

〈
史
料
２０
〉

ω
　
「浄
清
所
漬
菜
送
進
文
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
―
四

一
二

浄
清
所
進
漬
菜
壱
缶
順
薙
料
恋
者

天
平
勝
宝
二
年
七
月
十
二
日
高
屋
向
御
厩
坊

②
　
「藍
園
茄
子
送
進
文
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
十
四
〇
六

藍
菌
進
上

茄
子
伍
辞天
平
勝
宝
二
年
六
月
十

一
日
資
人
倉
垣
三
倉

⑨
　
「打
紙
進
上
注
文
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
十
六
五
六

進
上
打
紙
事

〈
史
料
１９
〉

①
　
民
部
省
　
進
薪
壱
伯
荷

②

。
進
　
葉
十
枚
六
斤
　
付
日



合
紙
十
七
巻
十
糾

附
使
小
竹
原
乙
万
昌

天
平
感
宝
元
年
潤
五
月
十
日

鴨
書
手

二
　
啓

・
状

啓

・
状
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
解
に
つ
い
て
述
べ
た
さ
い
に
多
少
触
れ
た
こ

と
で
も
あ
る
し
、
ま
た
相
田
二
郎
氏
が
平
安
時
代
中
期
以
前
の
啓

。
状
を

一
四

形
式
に
分
類
し
て
詳
細
に
検
討
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
問
題
点
と
思

わ
れ
る
事
柄
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

第

一
に
、
公
式
令
７
啓
式
条
に
定
め
る
啓
は
、
春
官
坊
あ
る
い
は
中
官
職
が
、

皇
太
子
な
い
し
三
后
の
承
認
を
え
よ
う
と
す
る
さ
い
に
用
い
ら
れ
る
公
文
書
で

あ
る
が
、
木
簡
お
よ
び
正
倉
院
文
書
に
み
ら
れ
る
啓

・
状
の
多
く
は
、
そ
う
し

た
も
の
で
は
な
く
、
個
人
が
差
出
す
上
申
文
書
な
い
し
書
状
で
あ
る
。

『
大
唐

六
典
』
巻

一
に
よ
れ
ば
、

「
九
下
之
所
二以
達
フ上
、　
其
制
亦
有
／
六
、
日
二表
状

膜
啓
辞
牒
こ

と
い
い
、
啓
に
注
し
て

「啓
二於
皇
太
子
こ

と
い
う
。
こ
の
啓

は
日
本
の
公
式
令
の
啓
と
同
じ
く
皇
太
子
に
対
す
る
上
啓
文
書
で
あ
る
が
、
さ

ら
に
注
し
て

「
然
於
二其
長
う
亦
為
〆之
、
非
二公
文
・所
／施
」

と
も
い
う
。
長

ず
る
者
に
対
し
て
送
る
私
文
書
と
し
て
も
、
啓
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
事
実
、
司
馬
光
撰

『
司
馬
氏
書
儀
』
や
徐
師
曽
撰

『文
鵬
明
癬
』
な
ど
に

よ
れ
ば
、
唐
代
に
は
私
人
間
の
書
動
に
さ
か
ん
に
啓
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
日
本
の
、
公
式
令
の
と
は
異
な
る
啓
の
源
流
は
、
そ
う
し
た
唐
の
私

文
書
に
あ

っ
た
と
み
て
よ
い
が
、
そ
れ
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
で
用
い

ら
れ
る
に
い
た
っ
た
か
を
追
及
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

第
二
に
、
い
ま
私
は
、
啓

。
状
は
唐
の
私
文
書
の
流
れ
を
く
む
も
の
で
あ
る

と
い
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
啓

・
状
が
個
人
の
差
出
す
私
文
書
ば

か
り
と
は
か
ぎ
ら
な
い
こ
と
に
も
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
啓

・
状
に

官
司
が
差
出
し
た
も
の
の
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
相
田
二
郎
氏
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
、
藤
原
官
出
土
木
簡
の
な
か
に
、
「
馬
寮
」
が
差
出
し
た

「啓
」

が
あ
る

（藤
原
概
報

（四
Ｖ
。
ま
た
正
倉
院
文
書
に
は
、
天
平
五
年
か
ら
同
十

二
年
に
い
た
る
ま
で
の
間
の
、
十
数
通
の

「
写
経
司

（所
）
啓
」
が
あ
り
、
そ

の
ほ
か
に
も

「造
東
大
寺
司
啓
」
金
一四
十
五
二
六
、　
一
一
十
五
四
八
）
、

「
東

大
寺
写
経
所
啓
」
０

一
十
七
二
）
、
「
福
寿
寺
写

一
切
経
司
啓
」
０
一四
十

一
四

一Ｃ
、
「
運
堂
所
啓
」
（五
十

一
四
七
）
な
ど
が
あ
り
、　
さ
ら
に
は

「
小
野
備
宅

啓
」
０
一十
二
八
）
、
「
北
大
家
経
写
所
啓
」
全
一十

一
七
〇
）
、
「
造
官
輔
宅
写
経

所
啓
」
盆

○
卜
四
四
〇
）

な
ど
の
よ
う
に
、　
い
わ
ゆ
る
家
牒
に
類
す
る
啓
も

み
ら
れ
る
。
但
し
こ
の
う
ち
の
天
平
年
間
の

「
写
経
司

（所
）
啓
」
は
、
皇
后

宮
職
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
皇
后
光
明
子
へ
の
上
啓
が
意
識
さ
れ

て
い
た
と
す
れ
ば
、
公
式
令
啓
式
と
の
か
か
わ
り
で
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る

の
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
は
、
後
に
述
べ
る
諸

司
の
奏
と
共
通
す
る
性
格
を
も
っ
た
啓
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
三
に
、
個
人
が
差
出
し
た
啓

・
状
が
、
す
べ
て
私
的
な
文
書
で
あ
っ
た
か



公式様文書と文書木簡

と
い
う
と
、
少
な
く
と
も
木
簡
や
正
倉
院
文
書
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
啓

。
状

の
多
く
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
た
し
か
に

『
万
葉
集
』
巻
五
に
収
め
る
、
大
伴

旅
人
と
藤
原
房
前
の
往
復
書
物
の

「
状
」
や
、
山
上
憶
良
と
吉
田
宜
が
旅
人
に

宛
て
た

「啓
」
は
、
純
粋
な
私
文
書
で
あ
る
。
し
か
し
正
倉
院
文
書
お
よ
び
木

簡
と
し
て
残
さ
れ
た
啓

。
状
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
公
的
な
性
格
を
も

っ
て
い

る
。
そ
の
こ
と
は
、
宛
先
が
官
司
で
あ
れ
ば
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う

し
、
宛
先
が
個
人
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
啓

・
状
の
授
受
さ
れ
た
場
が
、
造
東
大

寺
司
お
よ
び
写
経
所
と
い
う
官
衛
で
あ
り
、
宮
城
内
と
い
う
官
衛
衛
で
あ
る
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
当
然
予
想
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ホ
　
通

『
平
城
官
木
筒
』

一
「解
説
」
の
索
引
の

「文
書
形
式
」

の
項
で

「謹
通
」

と
す
る
も
の
は
、
つ
ぎ
の
木
簡
で
あ
る
。

〈
史
料
２‐
〉

謹
通
　
敷
万
呂
日
□
所
　
請
菜
端
事
　
　
　
　
　
　
平
城
木
簡

一
十
五

こ
の
木
簡
に
つ
い
て

「解
説
」
は
、
ヨ
謹
通
」
で
書
き
出
す
文
書
は
、
正
倉

院
文
書
中
に
も
数
例
あ
る
」
と
し
て
、

『
大
日
本
古
文
書
』

の
五
十
三
二
八
、

一
五
十
四
三
九

・
四
七
〇
、
二
四
十
五
五
九
の
巻

・
頁
を
指
示
し
て
い
る
。
し

か
し
そ
の
後
、
こ
の
木
筒
の
欠
字
は

「尊
」
で
あ
る
こ
と
が
東
野
治
之
氏
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

「謹
通
」

は
文

書
形
式
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
宛
所
の
一
部
を
構
成
す
る
宇
旬
、
す
な

わ
ち
上
所
の
表
記
の
一
種
な
の
で
あ
る
。
「
解
説
」

が
指
示
す
る
例
を
も
含
め

て
、
知
り
え
た
か
ぎ
り
の
上
所

「謹
通
」
を
含
む
宛
所
の
書
様
を
、
〈
史
料
２２
〉

と
し
て
掲
げ
て
お
く
。
こ
の
う
ち
①
の
宛
所
は
、

〈史
料
２‐
〉

の
木
簡
と
同
じ

よ
う
に
、
文
書
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
。

〈
史
料
２２
〉

⑪
　
大
伴
旅
人
の
藤
原
房
前
に
宛
て
た
状
　
　
　
　
　
『高
葉
集
』
巻
五

謹
通
　
中
衛
高
明
閤
下
　
謹
空

②
　
藤
原
房
前
の
大
伴
旅
人
に
宛
て
た
状
　
　
　
　
　
『高
葉
集
』
巻
五

謹
通
　
尊
門
記
室

③
　
天
平
宝
宇
六
年
閏
十
二
月
二
日
付

「僧
正
美
状
」
　
　
五
十
三
二
八

謹
通
下
案
主
御
所

①
　
（
天
平
宝
字
六
年

ヵ
）
三
月
十
日
付

「安
都
雄
足
新
令
送
状
」

一
五
十
四
三
八

通
　
道
守
所

（奥
一暴
切
封
ウ
ハ
書
）

通
　
経
所
案
主

⑤
　
天
平
宝
字
六
年
八
月
十

一
日
付

「安
都
雄
足
雑
物
進
下
状
」

一
五
十
四
七
〇

謹
通
　
両
案
主
丼
諸
尊
者
侍
者

（端
裏
ウ
ハ
書
）

謹
通
　
石
山
務
所

⑥
　
（
天
平
年
中
）
「
黒
人
請
経
等
牒
」
　
　
　
　
　
　
　
一
一四
十
五
五
九

謹
通
　
一局
屋
大
夫
前



四

牒

の

多

様

性

養
老
公
式
令
に
は
、
二
種
類
の
牒
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
一
つ
は
す
で

に
述
べ
た
１４
牒
式
条
の
牒
で
、
こ
れ
は
内
外
の
官
人
の
主
典
以
上
が
諸
司
に
上

申
す
る
さ
い
に
用
い
ら
れ
る
公
文
書
で
あ
る
。
い
ま

一
つ
は
確
移
式
条
の
移
を

転
用
し
た
牒
で
、
こ
れ
は
僧
綱

・
寺
家
三
綱
と
谷
官
官
司
と
の
間
の
報
答
に
用

い
ら
れ
る
公
文
書
の
様
式
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
養
老
令
の
施
行
に
さ
き
だ
っ

て
、
養
老
三
年
に
採
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
公
式
令
の
牒
は
、
官
人
か
ら
官
司
へ
の
上
申
と
、
俗
官
官
司
と

僧
綱

・
寺
家
三
綱
と
の
授
受
文
書
と
に
用
い
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、

八
世
紀
以
降
に
行
わ
れ
た
牒
が
、
こ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た

こ
と
は
、
す
で
に
周
知
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
城
官
出
土
木
簡
の
う
ち
か
ら
、

文
字
の
残
存
状
態
の
良
好
な
も
の
を
二
例
、

〈史
料
２３
〉

と
し
て
掲
げ
る
。
い

ず
れ
も
俗
官
官
司

（な
い
し
官
司
類
似
機
関
）
と
谷
官
官
司

（
な
い
し
官
司
類

似
機
関
）
と
の
間
で
交
さ
れ
た
文
書
木
簡
で
あ
程
。

〈
史
料
２３
〉

①

。
内
膳
司
牒
　
小
子
部
門
司
勁
魚一
卦
古
　
帥
醸
三一
捕

隷
鮮
印
ヵ〕
乗日
制
冤
堰
目
発
距
」

平
城
概
報

（
一
五
）

②

・
務
所
牒
　
作
門
所
　
厄
瓢
人
匠
丁
四
右
充
彼
所

・
少
録
船
連
鈴
末
昌
八
月
十
八
日
附
委
文
末
呂平
城
木
衝
三
十
三

一
七
八

こ
う
し
た
牒
に
つ
い
て
も
問
題
と
す
べ
き
点
は
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
、
俗
官
官
司

（官
司
類
似
機
関
）
相
互
に
授
受
さ
れ
る
牒
の
多
様
性
と
、
個

人
が
差
出
す
牒
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
の
、
二
点
に
関
し
て
述
べ
る
に
と
ど

め
る
こ
と
に
す
る
。

そ
も
そ
も
唐
で
は
、
牒
は
、
下
達
文
書
と
し
て
も
、
平
行
文
書
と
し
て
も
、

さ
ら
に
は
上
申
文
書
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
赳
。
こ
の
点
は
日
本

で
現
実
に
行
わ
れ
て
い
た
牒
も
同
様
で
あ

っ
て
、
そ
の
三
種
の
い
ず
れ
に
も
用

い
ら
れ
て
い
る
。

煩
を
避
け
て
事
例
を
示
す
こ
と
は
控
え
る
が
、　
た
と
え
ば

〈
史
料
２３
〉
の
②
は
、
某
官
司
務
所
の
下
達
文
書
と
し
て
の
牒
で
あ
る
。
逆
に
、

書
と
を

「謹
牒
」
「
謹
以
牒
上
」

な
ど
と
す
る
も
の
は
、
上
申
文
書
と
し
て
の

牒
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
か
つ
て
私
は
、
三
つ
の
可
能
性
を
想
定
し

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
拠
。　
そ
れ
は
、

「④
大
宝
令
の
牒

式
が
唐
の
牒
制
に
近
い
規
定
で
あ

っ
た
た
め
に
、
養
老
令
の
施
行
後
も
こ
れ
が

否
定
さ
れ
ず
に
行
わ
れ
た
か
、
ω
令
の
規
定
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
唐
の
牒
制
が

準
用
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
ま
た
い
移
式
準
用
の
牒
が
拡
大
解
釈
さ
れ
て
用
い
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ら
れ
た
か
」
の
三
つ
で
あ
る
が
、
現
在
の
私
に
は
、
啓

・
状
の
普
及
の
状
態
か

ら
類
推
し
て
、
ω
の
可
能
性
が
最
も
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の

点
は
、
な
お
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

つ
ぎ
に
、
個
人
を
差
出
者
と
す
る
牒
を
み
る
と
、
こ
れ
に
も
上
申
文
書
と
し

て
の
牒
と
、
下
達
文
書
と
し
て
の
牒
が
あ
る
こ
と
に
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
牒
式
に
の
っ
と
っ
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
を
も
つ
上
申
文
書
と
し
て

の
牒
か
ら
み
る
と
、
そ
の
例
は
意
外
に
少
な
い
。
正
倉
院
文
書
に
み
ら
れ
る
多

数
の
牒
の
な
か
で
、
個
人
が
差
出
し
た
上
申
文
書
の
例
と
し
て
私
が
知
り
え
た

も
の
は
、

〈史
料
２４
〉

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
②

・
０

・

⑦
は
、
牒
と
啓

・
状
と
の
混
体
で
あ
る
。

〈
史
料
２４
〉

①
　
天
平
十
年
度
周
防
国
正
税
帳
の
防
人
部
領
使
牒
　
　
　
一
一十

一
三
九

（前
般
）
部
領
使
大
宰
府
少
判
事
従
七
位
下
錦
部
連
定
床
呂
牒

（中
般
）
部
領
使
正
六
位
下
上
道
臣
千
代
牒

（後
般
）
部
領
使
大
宰
史
生
従
八
位
下
小
長
谷
連
常
人
牒

②
　
（
天
平
十
八
年
？
）
三
月
九
日
付

「葛
野
古
万
呂
状
案
」
　

九
―
五

（初
行
）
　

　

一剛
欠

ニ
ヨ
リ
不
明

（書
止
）
　

　

以
状
、
謹
牒
、

（年
月
日
下
）

葛
野
古
万
呂
状

（宛
所
）
　

　

謹
上
　
乙
満
尊
左
右

〔士
力
〕

天
平
□
年
七
月
九
日
付

「僧
栄
之
牒
」
　
　
　
　
　
一
一四
十
五
〇
九

（初
行
）
　

　

牒
　
書
之
司

（書
止
）
　

　

注
状
申
送
、
如
前
、

（年
月
日
下
）

栄
之
状

天
平
感
宝
元
年
五
月
十
三
日
付

「僧
平
摂
性
泰
返
抄
」
三
十
二
二
〇

（初
行
）
　

　

牒
　
写
経
所

天
平
勝
宝
四
年
四
月
二
日
付

「東
大
寺
僧
教
演
牒
」

一
二
十
二
六
四

（初
行
）
　

　

牒
　
写
経
所

（書
止
）
　

　

初
注
状
、
以
謹
牒
、

天
平
勝
宝
四
年
六
月
五
日
付

「薬
師
寺
僧
弘
躍
牒
」

一
二
十
三

一
一

（初
行
）
　

　

僧
弘
曜
謹
牒
　
造
東
大
寺
司
務
所

（書
止
）
　

　

以
牒
、

天
平
宝
字
五
年
十

一
月
九
日
付

「額
田
部
筑
紫
状
」

一
五
十

一
二
九

（初
行
）
　

　

キ削
欠

ニ
ヨ
リ
不
明

（書
止
）
　

　

今
以
状
牒
上
、

（年
月
日
下
）

額
田
部
筑
紫
状

（宛
所
）
　

　

上
吉
成
殿
門

宝
亀
三
年
八
月
十

一
日
付

「出
雲
国
員
外
鉄
大
宅
朝
臣
船
人
牒
」

六
十
三
八
九

（初
行
）
　

　

謹
牒
上
　
国
師
務
所

14)



（書
止
）
　

　

侮
注
状
、
以
謹
牒
上
、

し
か
し
こ
れ
ら
の
う
ち
、
Ｏ

ｏ
①

・
⑤

・
⑥
は
僧
か
ら
俗
官
官
司
へ
の
牒
、

⑥
は
俗
官
官
人
か
ら
僧
官

へ
の
牒
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
移
式
転
用
の
牒
の

系
譜
を
引
く
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
ま
た
②
と
①
は
官
司
宛
で
は
な

く
、
個
人
宛
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
牒
式
の
牒
で
あ
る
可
能
性
の

あ
る
も
の
は
、
ω
の
周
防
国
の
国
衛
に
宛
て
た
防
人
部
領
使
の
牒
の
み
と
な
っ

て
し
ま
う
。

つ
ぎ
に
、
個
人
の
牒
が
下
達
文
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、
五
通

の
道
鏡
の
牒
を
挙
げ
よ
う
。

〈
史
料
２５
〉

①
　
「法
師
道
鏡
牒
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
―
二
三
八

牒
　
東
大
寺

一
切
経
司
所

請
二

切
経
目
録
一事

在
二於
彼
寺
一経
律
論
並
章
疏
伝
等
之
目
録
是
也
、

右
、
被
二今
月
六
日
内
宣
一信
、　
作
経
律
等
目
録
、

暫
時
令
／請
者
、
今

依
≧
邑
具

差
二竪
子
上
君
麻
呂
一充
〆使
、
令
二奉
請
↓
具
レ状
故
牒
、

天
平
宝
字
六
年
六
月
七
日

法
師
道
鏡

②
　
「
法
師
道
鏡
牒
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
十
四
〇
二

合
〆奉
／
写
経
七
百
井
二
巻

最
勝
王
経
十

一
部

宝
星
経

一
部

七
仏
所
説
神
児
経
三
部

金
剛
波
若
経
六
百
巻

右
、
今
月
十
日
内
宣
信
、
仰
二根
道
・令
〆奉
レ写
二件
経
・者
、　
宜
承
二知

旨
↓
早
令
レ奉
／写
、

天
平
宝
字
七
年
三
月
十
日
法
師
道
鏡

「法
師
道
鏡
牒
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
十
四
四
七

牒
　
東
大
寺
司
所

合
二
可
奉
レ写
経
対
巻

十

一
面
経
汁
巻
　
孔
雀
王
児
経

一
部

右
、
従
二来
月
六
日
一以
前
、
可
二
写
畢
↓
故
牒
、

（
マ
ゝ
）

字
七
年
六
月
汁
日
法
師
道
鏡

「
大
臣
禅
師
牒
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
十
五
二
八

合
経
三
百
五
十
余
巻

右
、
奉
ユ大
尼
延
證
宣
一幅
、
勅
信
、
件
経
令
〆奉
≧
雨
於
東
大
寺
一者
、

承
三知
此
旨
う
寺
使
至
検
度
、
故
牒
、

天
平
神
護
元
年
五
月
六
日
付
大
隅
公
足

大
臣
禅
師

「
法
師
道
鏡
牒
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一五
十
三
四
六

14)
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牒
　
寺
司
所

大
般
若
経
三
快
線
六一
十
麟
二

右
、
件
経
、
上
山
寺
僧
瑞
竣
等
可
〆令
〆奉
レ読
、
故
牒
、

五
月
十
二
日

法
師
道
鏡

こ
の
五
通
は
、
い
ず
れ
も
下
達
文
書
で
あ
る

（但
し
②
に
は

「牒
」
字
は
な

い
）
。　
し
か
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
⑭
は
大
尼
延
證
が
宣
し
た
勅
を
伝
達
す

る
牒
で
あ
り
、
ω

・
②
は

「内
宣
」
を
伝
達
し
た
牒
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
も

し
上
級
者
の
意
志
を
近
侍
者
が
他
者
に
対
し
て
伝
達
す
る
た
め
に
作
成
す
る
文

書
を
、
広
い
意
味
で
の

″奉
書
″
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、

①

。
②

・
④
は
そ
う
し
た
意
味
で
の

″奉
書
″　
″御
教
書
″
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

な
お
、
個
人
を
差
出
者
と
す
る
下
達
文
書
と
し
て
の
牒
で
、
い
ま

一
つ
注
意

し
て
お
く
必
要
の
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
牒
が
、
個
人
の
牒
で
は
な
く
、
差
出
者

の
属
す
る
官
司
な
い
し
機
関
の
牒
で
あ
る
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
典
型
的
な
例
が
、
造
東
大
寺
司
主
典
で
造
石
山
院
所
別
当
で
あ
っ
た
安
都

雄
足
が
、
写
経
所
の
案
主
お
よ
び
造
石
山
院
務
所
に
下
し
た
牒
で
あ

っ
て
、
こ

れ
ら
は
み
な
年
月
日
下
に
安
都
雄
足

一
人
が
署
名
す
る
だ
け
な
の
で
、
雄
足
個

人
の
牒
と
み
ら
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
み
る
と
す
べ
て
命
令
の
伝
達

で
あ

っ
て
、
な
か
に
は

「
施
行

（
セ
ヨ
ど

（
一
五
十
四
三
八
）
「
早
速
施
行

（
セ

ヨ
ご

（
一
五
十
四
六
六
）
な
ど
の
施
行
文
言
を
有
す
る
も
の
も
あ
る
。
し
た
が

っ
て

『
大
日
本
古
文
書
』
が
こ
の
種
の
牒
を
み
な

「
安
都
雄
足
牒
」
と
し
て
い

る
の
は
い
さ
さ
か
疑
間
で
あ

っ
て
、
「造
東
大
寺
司
牒
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

同
様
に
―
―
こ
れ
は
下
達
文
書
と
い
う
よ
り
も
平
行
文
書
と
み
る
べ
き
牒
で
あ

る
が
―
―
坤
官
官
少
疏
で
外
嶋
院
領
で
あ

っ
た
池
原
禾
守

（上
毛
野
栗
守
）

一

人
が
署
し
て
造
東
大
寺
司
写
経
所
に
宛
て
た
牒
も
、
『
大
日
本
古
文
書
』
は
「
池

原
禾
守
牒
」
（四
十
四
五
三
、　
一
四
十
四
五
〇
、
二
五
十
三
〇
〇
）
と
す
る
が
、

「
外
嶋
院
牒
」

と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。　
こ
れ
ら
は
み
な
、
良
弁

一
人
が
署
し

て
造
東
大
寺
司
に
宛
て
た
牒
が
、
「東
大
寺
牒
」
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

五

上

奏

文

書

私
の
知
り
え
た
か
ぎ
り
で
は
わ
ず
か
三
点
だ
が
、
奏
の
木
簡
が
出
土
し
て
い

浚つ
。〈

史
料
２６
〉

⑪
　
官
奴
司
謹
奏

「膳
」
足
棒
　
□
□
日
日
　
藤
原
木
簡
二
十

一
〇
〇
〇

②
　
眈
酸
衛
府
奏
　
田
田
日
日
　
　
　
　
　
　
　
　
平
城
概
報

（
一
六
）

①
　
太
政
官
〔酔
ヵ
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
城
概
報

（四
）

公
式
令
に
定
め
ら
れ
て
い
る
上
奏
文
書
は
、
３
論
奏

・
４
奏
事

・
５
便
奏
の

三
種
の
太
政
官
奏
、
８
奏
弾
式
の
弾
正
台
奏
、
１０
飛
駅
上
式
の
諸
国
司
奏
、
１７

奏
授
位
記
式
の
太
政
官
奏
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
諸
司
の
奏
と
し
て
は
、
職



員
令
９
陰
陽
寮
条
と
儀
制
令
７
太
陽
唐
条
に
陰
陽
寮
奏

（陰
陽
密
奏
）
が
、
儀

制
令
８
祥
瑞
条
に
祥
瑞
に
つ
い
て
の
治
部
省
奏
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
続
日
本
紀

に
は
、
こ
う
し
た
飛
駅
奏

・
密
奏

。
瑞
奏
以
外
に
、
治
部
省
奏

・
刑
部
省
奏

・

神
祇
官
奏

。
巡
察
使
奏

・
間
民
苦
使
奏
な
ど
の
諸
司
の
奏
が
み
ら
れ
る
。
も
っ

と
も
、
職
員
令
２
太
政
官
条
集
解
の
令
文

「大
外
記
二
人
」
の
下
に
加
え
ら
れ

た
諸
注
釈
の
う
ち
、
讃
記
や
跡
記
所
引
或
云
は
、
諸
司
の
奏
は
、
解
文
を
作

っ

て
弁
官
に
進
め
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
外
記
が
奏
を
作
る
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、

以
上
の
諸
例
が
、
諸
司
か
ら
直
接
に
天
皇
に
上
奏
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か

ど
う
か
は
、
に
わ
か
に
決
め
が
た
い
。
そ
う
し
た
点
が
考
慮
さ
れ
た
た
め
か
と

思
わ
れ
る
が
、
『
藤
原
官
木
衝
』

二
の

「解
説
」
は
、
⑪

「官
奴
司
奏
」
を
論

奏
式
と
の
関
係
か
ら
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。　
す
な
わ
ち
、

「
た
だ
公
式
令

論
奏
式
に
よ
れ
ば
奴
婢
十
人
以
上
を
用
い
る
場
合
に
は
論
奏
式
を
用
い
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
官
奴
司
が
奴
婢
を
用
い
る
に
あ
た
っ
て
は
謹
奏
と
い
う

書
式
を
用
い
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
官

内
省
被
管
の
小
官
司
で
あ
る
官
奴
司
の
奏
が
存
在
す
る
の
は
、
い
か
に
も
不
審

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
正
倉
院
文
書
の
な
か
に
類
似
し
た
例
が
な
い
か
、
探
し
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

『
大
日
木
古
文
書
』

編
年
二
五
巻
の
な
か
か
ら
、　
私
が
見
出
し
え
た
奏
は
、

つ
ぎ
の
四
例
で
あ

っ
た
。

〈
史
料
２７
〉

ω
　
天
平
勝
宝
元
年
九
月
八
日
付

「東
大
寺
写
経
所
奏
」

三
十
三

一
九

・
一
一
十
七
三

②
　
天
平
勝
宝
三
年
二
月
七
日
付

「造
東
寺
司
奏
案
」
　

一
一
―
四
七
五

③
　
年
月
日
不
明

「造
東
大
寺
司
奏
」
（尾
欠
）
　
　
　
　
　
一
七
―
四
九

①
　
天
平
宝
字
二
年
八
月
廿
五
日
付

「
太
政
官
奏
」
　
　
　
四
十
二
九
二

こ
の
う
ち
ω

ｏ
②

・
０
は
正
倉
院
文
書
で
あ
る
が
、
④
は
壬
生
官
務
家
所
蔵

文
書
で
、
後
世
の
写
し
で
も
あ
り
、
ま
た
太
政
官
奏
な
の
で
、
検
討
対
象
か
ら

除
く
。
ま
た
０
も
尾
欠
な
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
何
の
手
が
か
り
も
え
ら
れ
な
い
。

な
お
①
は
、

『
大
日
本
古
文
書
』

の
第
三
巻
と
第

一
一
巻
に
重
複
し
て
収
め
ら

れ

「 てい
膊
諄
畦
〕

一
一
辞
慟
卸

・ の輸
巧
鯨
） よ
］
棘
力ヽ 、
」
翔
軌
購
け
蔽
鞠
か
０
蠍

る
も
の
で
あ
り
、
第
三
巻
所
収
の
も
の
は
そ
こ
か
ら
①
の
み
を
単
独
に
抜
き
出

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
①
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
第

一
一
巻
所
収
の
も

の
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
に
す
る
。

さ
て
ω

。
②
の
二
通
の
奏
の
う
ち
、
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
そ
う
な
の
は

ω
で
あ
る
。
差
出
官
司
が
造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
で
あ
る
こ
と
も
、
宮
内

省
被
管
の
官
奴
司
の
奏
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、

こ
れ
を
収
め
て
い
る

「喩
伽
論
帳
」
な
る
も
の
が
ど
の
よ
う
な
帳
簿
で
あ

っ
た

か
を
、
知

っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

天
平
勝
宝
二
年
十
二
月
十
八
日
付

「造
東
寺
司
未
返
経
論
注
文
」

（
一
一
―

四
五
〇
を
四
五
三
）
に
よ
れ
ば
、
造
東
大
寺
司
写
経
所
で
の
喩
伽
論

一
〇
〇
巻

の
書
写
は
、
天
平
十
九
年
九
月
十
三
日
の

「
故
尼
師
」
の
宣
を
契
機
と
し
て
開
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lBl

始
さ
れ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
そ
の
さ
い
、
底
本
は
僧
綱
所
所
有
の
も
の
を

「奉

請
」

（借
用
）
し
て
書
写
す
べ
き
こ
と
が
指
示
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。　
こ
う
し

た
場
合
、
書
写
の
契
機
と
な
っ
た

「
故
尼
師
」
の
宣
の
背
後
に
は
、
真
の
命
令

者
で
あ
る
天
皇
も
し
く
は
皇
后
が
存
す
る
こ
と
に
、
ま
ず
注
意
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

全

一
二
紙
か
ら
な
る

「喩
伽
論
帳
」

は
、　
こ
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
喩

伽
論
書
写
の
過
程
で
、
造
東
大
寺
司
写
経
所
と
僧
綱
所
と
の
間
で
授
受
さ
れ
た

「奉
請
経
」
文
書
す
な
わ
ち
経
巻
貸
借
文
書
の
綴
り
な
の
で
あ
る
。
〈史
料
２８
〉

と
し
て
、
そ
の
第

一
紙
か
ら
第
三
紙
ま
で
を
示
す
。

〈
史
料
２８
〉

（第

一
紙
）

lAl

東
大
寺
写
経
所
啓

喩
伽
論
従
初
峡
第
七
巻
始
如
校
定
員

右
、
今
所
〆応
レ写
、
ユ
奉
請
如
レ前
、

奉
レ返
六
巻
初
峡
第

一
二
三
四
五
六
巻
者

右
、
随
二写
了
一奉
／返
如
／前
、
謹
啓
、

天
平
勝
宝
元
年
九
月
八
日

（第
二
紙
）

奉
三請
経
・事

右
、
奉
三色
々
紙
写
一紳
劇
論
「
随
隊将
レ奉
〆写
、
不
〆過
こ今
時
一令
ニ

奉
請
↓
今
状
注
申
送
、

尼
公
宣
天
平
勝
宝
元
年
九
月
八
日
主
典
葛
井
連
根
道

付
従
国
嶋

⑥
　
東
大
寺
写
経
所
謹
奏

喩

伽

論

六

巻

謗

強

一
墜
柳

磁

鍬
路

移

月
主

合

依
員
奉
返
己
誌
使
山
口
人
♂

右
、

依
二葛
井
根
道
今
日
宣
う
貢
進
如
〆前
、

但
依
表
紙
色
未
二仰

給
↓
不
〆得
二装
渡
↓
謹
奏
、

天
平
勝
宝
元
年
九
月
八
日
玄
蕃
頭
従
五
位
上
　
勲
瓜
王
）

（裏
切
封
ウ
ハ
書
）
「東
大
司
政
所
　
　
封
　
平
」

（第
三
紙
）

⑧
　
奉
レ
返
喩
伽
論
六
巻
初
峡
耕

一
二
三
四
五
六
巻
者

右
、
如
′
員
奉
レ
摂
己
詑
、

喩
伽
論
四
巻
従
初
快
第
七
巻
至
第
十
巻
者

右
、
今
依
〆
所
レ請
、
今
〆請
如
〆前
、

天
平
勝
宝
元
年
九
月
九
日

（自
署
）

大
僧
都

「
行
信
」

第

一
紙
の
①
天
平
勝
宝
元
年
九
月
八
日
付

「
東
大
寺
写
経
所
啓
」
は
僧
綱
所

に
宛
て
た
も
の
で
あ

っ
て
、
書
写
済
み
の
初
快
第

一
巻
か
ら
第
六
巻
ま
で
の
六

巻
を
返
却
す
る
旨
と
、
第
七
巻
以
降
の
新
た
な

「奉
請
」
（借
用
）

の
申
し
入

147



れ
を
記
し
て
い
る
。　
一
紙
と
ん
で
第
三
紙
の
⑧
は
、
僧
綱
所
が
造
東
大
寺
司
写

経
所
に
宛
て
た
文
書
で
、
初
快
第
六
巻
ま
で
の
六
巻
を
受
領
し
た
旨
と
、
新
た

に
第
七
巻
か
ら
第
十
巻
ま
で
の
四
巻
を
貨
し
出
す
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下

第
十
二
紙
ま
で
、
造
東
大
寺
司
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
書
写
終
了
分
を
返
却
し
、

そ
の
都
度
数
巻
ず
つ
の
新
た
な
借
用
を
申
し
入
れ
る
と
い
う
内
容
の
文
書
が
続

く
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
第
二
紙
の
み
に
、
そ
の
よ
う
な
造
東
大
寺
司
と
僧
綱

所
と
の
間
の
授
受
文
書
と
は
異
な
る
Ｏ

ｏ
⑥
二
通
の
文
書
が
記
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
う
ち
の
⑥
が
問
題
の

「東
大
寺
写
経
所
奏
」
な
の
で
あ
る
。

同
じ
日
付
の
①

，
０

・
⑥
三
通
の
な
か
で
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
も
の
は
①
で

あ
る
。

『
大
日
本
古
文
書
』

の
コ
ロ
タ
イ
プ
に
よ
れ
ば
、
①
は
造
東
大
寺
司
主

典
葛
井
連
根
道
自
筆
の
文
書
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
述
べ
る
と
こ

ろ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（僧
綱
所
か
ら
）
経
を
奉
請

（借
用
）
す
る
こ
と
に
つ
い
て

こ
の
こ
と
は
、
色
々
の
紙
に
喩
伽
論
を
写
し
奉
る
の
だ
が
、
写
し
奉
る

に
し
た
が

っ
て
、
時
を
移
さ
ず
逐
次
奉
請

（借
用
）
す
る
こ
と
に
せ
よ
。

い
ま
こ
の
こ
と
を
注
し
て
申
し
送
る
。

こ
れ
は
尼
公
の
宣
で
あ
る
。

（尼
公
の
宣
を
奉

っ
て
こ
れ
を
記
し
た
者
は
）

主
典
葛
井
連
根
道
で

あ
る
。

（
こ
の
文
書
は
）
「従
」
の
国
嶋
に
付
け
て

（写
経
所

へ
送
る
）
。

つ
ま
り
こ
の
文
書
は
、
造
東
大
寺
司
主
典
蔦
井
根
道
が

「
尼
公
宣
」
を
奉

っ

て
写
経
所
に
下
達
す
る
た
め
に
書
か
れ
た

″奉
書
“
で
あ
る
。
こ
の

「尼
公
」

は
さ
き
に
書
写
を
命
じ
た

「故
尼
師
」

と
同

一
人
物
と
推
測
さ
れ
る
が
、
「尼

公
宣
」
の
背
後
に
は
も
ち
ろ
ん
真
の
命
令
者
で
あ
る
天
皇
も
し
く
は
皇
后
が
い

る
。
そ
し
て
こ
れ
に
な
っ
て
、
第

一
紙
と
第
三
紙
以
下
に
み
ら
れ
る
少
数
巻
ず

つ
の
経
巻
の
貸
借
は
、
こ
の

″奉
書
″
を
契
機
と
し
て
進
行
し
た
も
の
で
あ

っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

問
題
の
⑥

「奏
」
は
、
⑧
と
同
じ
料
紙
に
き
ち
ん
と
し
た
楷
書
で
書
か
れ
た

案
文
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
内
容
は
、
新
写
の
喩
伽
論
六
巻
の
送
付
状
で
あ
る
。

①
の

″奉
書
″
は
底
本
の

「奉
請
」
（借
用
）

を
促
進
す
べ
き
こ
と
―
―
結
果

と
し
て
写
経
の
速
度
を
早
め
る
べ
き
こ
と
―
―
し
か
述
べ
て
い
な
い
が
、
同
時

に
根
道
に
は
、
書
写
終
了
分
を
す
み
や
か
に
進
上
す
べ
き
旨
が
指
示
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の

「薦
井
根
道
今
日
宣
」
を
う
け
て
急
速
進
上
す
る
こ
と
に
な

っ
た
新
写
六
巻
に
副
え
ら
れ
た
の
が
、
こ
の
⑬

「奏
」
の
正
文
で
あ
る
。
と
す

れ
ば
、

「奏
」

の
正
文
と
新
写
六
巻
の
実
際
の
送
り
先
は

「尼
公
」
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
そ
れ
が

「奏
」
で
あ
る
の
は
、
「
尼
公
」

の
背
後
に
あ
る
天
皇
あ
る

い
は
皇
后
が
意
識
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま

り
こ
の

「奏
」
は
、

「尼
公
」

を
介
し
て
真
の
書
写
命
令
者
で
あ
る
天
皇
あ
る

い
は
皇
后
に
上
奏
さ
れ
る
こ
と
を
予
測
し
て
、
作
成
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。

も「そ中森森脚主（で雖輩郷翔君］勲フ「４勲恭豹嘩ス案ブレ」ノ、を鵬】雌、（陳】れ
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と
い
う
注
記
が
施
さ
れ
て
い
る
。

「奏
」
の
内
容
は
、
新
家
弟
山
の
宣
に
よ
っ

て
書
写
し
た
経
巻
の
用
途
物
の
請
求
で
あ
る
が
、
女
官
と
考
え
ら
れ
る
新
家
弟

山
の
宣
の
背
後
に
は
、
や
は
り
天
皇
も
し
く
は
皇
后
が
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
造
東
大
寺
司
主
典
紀
池
主
が

「
奏
」
の
正
文
を
持
参
し
て
、
内

一暴
に

「参
入
」
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の

「奏
」
も
、
仲
介
者
は
存
し

た
か
も
知
れ
な
い
が
、
天
皇
も
し
く
は
皇
后
に
奏
上
さ
れ
る
こ
と
を
予
測
し
て

作
成
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

わ
ず
か
二
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
正
倉
院
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
諸
司

の
奏
は
、
同
じ
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
木
簡
の
⑪

「官
奴
司
謹
奏
」
②

「左
兵
衛
府

奏
」
も
、
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
官
奴
司

や
左
兵
衛
府
が
天
皇
に
直
接
奏
上
し
た
と
は
考
え
が
た
い
と
し
て
も
、
木
簡
に

記
さ
れ
た
内
容
が
最
終
的
に
天
皇
に
奏
上
さ
れ
る
こ
と
を
予
測
し
て
、
「謹
奏
」

「
奏
」
と
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一ハ

「
前
白

（
日
と

を
め
ぐ
る
問
題

以
上
、
文
書
木
筒
と
正
倉
院
文
書
の
な
か
の
類
例
を
対
比
し
な
が
ら
、
公
式

様
文
書
の
あ
り
か
た
を
み
て
き
た
が
、
そ
こ
か
ら
え
ら
れ
た
も
の
は
、
詔
な
ど

の
検
討
を
保
留
し
た
も
の
を
除
き
、
公
式
令
に
定
め
る
文
書
様
式
と
そ
れ
か
ら

派
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
文
書
様
式
に
限
定
し
て
み
た
か
ぎ
り
で
は
、
文
書
木

簡
と
正
倉
院
文
書
の
あ
い
だ
に
は
、
質
的
な
差
違
は
な
い
と
い
う
、
予
想
さ
れ

た
と
も
、
当
然
と
も
い
う
べ
き
見
通
し
で
あ
っ
た
。
し
か
し
正
倉
院
文
書
で
公

式
令
規
定
の
文
書
様
式
と
対
比
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
そ
の
残
存
状
態

に
制
約
さ
れ
て
、
天
平
期
以
後
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
木
簡

は
そ
れ
以
前
の
も
の
が
出
土
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
公
式
令
規
定
の
文
書

様
式
が
そ
れ
以
前
い
つ
ご
ろ
ま
で
た
ど
れ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
公
式
様
文
書

と
い
わ
れ
る
も
の
は
い
つ
ご
ろ
成
立
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
る
場
合

に
そ
の
検
討
�
象
と
な
る
の
は
、
も

っ
ば
ら
文
書
木
簡
と
な
る
。
検
討
課
題
の

最
後
の
も
の
と
し
て
、
こ
う
し
た
関
心
の
も
と
に
、
「
前
白

（
日
と

の
木
簡
と
、

公
式
令
に
定
め
る
上
申
文
書
、
就
中
解
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
。

な
お
、
そ
の
検
討
に
入
る
前
に
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
公
式
令
に
定
め
る
文

書
様
式
の
う
ち
、
解
以
外
の
も
の
の
、
最
も
古
い
例
を
確
認
し
て
お
く
。
ま
ず

符
の
最
古
の
も
の
は
、

〈史
料
２
〉
ω
で
あ
る
。
こ
れ
の
出
上
し
た
藤
原
官
Ｓ

Ｄ

一
四
五
溝
か
ら
は
、
辛
卯
年

（持
統
五
年
、
六
九

一
）
か
ら
大
宝
三
年
ま
で

の
年
紀
を
も
つ
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
符
木
簡
は
、
浄
御
原
令
制

下
、
大
宝
令
制
下
の
、
い
ず
れ
の
も
の
で
も
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
移
の
最
も

古
い
例
は
藤
原
官
Ｓ
Ｄ

一
七
〇
溝
出
上
の

「中
務
省
移
」
（藤
原
概
報

（
五
し

だ
が
、
中
務
省
と
い
う
官
司
名
か
ら
み
て
、
大
宝
令
施
行
以
後
の
木
簡
と
み
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
奏
の
古
い
例
も
藤
原
官
Ｓ
Ｅ
二
三

一
〇
井
戸
か
ら
出

土
し
た

〈
史
料
２６
〉
①
で
あ
る
が
、
官
奴
司
の
名
称
か
ら
推
し
て
、
大
宝
令
施

行
以
後
の
も
の
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
藤
原
宮
跡
か
ら
の
牒
の
出
土
例
は
、
ま



だ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
不
明
の
符
木
筒
以
外
は
、
い
ず
れ
も
大
宝
令
の
施
行

以
後
に
そ
の
初
例
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
上
申
文
書
と
し
て
の

「
前

白

（
日
Ｙ

は
、　
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

大
宝
令
施
行
の
前
と
後
と

に
み
ら
れ
る
の
み
で
な
く
、
こ
れ
と
公
式
様
文
書
と
し
て
の
解
と
の
関
係
は
、

い
さ
さ
か
微
妙
で
あ
る
。

こ
の

「
前
白
」
と
い
う
形
式
の
文
書
木
筒
に
い
ち
は
や
く
着
日
し
た
の
は
、

『
藤
原
宮
木
簡
』

一
「解
説
」
の
付
章

「
藤
原
宮
木
筒
の
記
載
形
式
に
つ
い
て
」

（
一
九
七
八
年
）
で
あ
る
。　
そ
こ
で
は
、　
こ
の
上
申
形
式
は
私
文
書
の
み
で
な

く
、
公
文
書
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
文
喜
木
簡
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

こ
の
上
申
形
式
は
、
天
武
朝
に
定
ま
っ
た
と
み
ら
れ
る
祝
詞
に
も
み
ら
れ
る
か

ら
、
大
宝
令
の
解
式
に
先
行
す
る
古
様
の
上
申
文
書
の
様
式
と
推
定
さ
れ
る
こ

と
、
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
で
岸
俊
男
氏
も
こ
の
様
式
に
注
目
さ
れ
、

藤
原
官
木
簡
を
大
観
す
れ
ば
、
大
宝
令
施
行
の
前
と
後
で
、
上
申
文
書
の
文
書

簡
の
書
式
に
変
化
が
あ
り
、

「
前
白
」

か
ら
大
宝
公
式
令
の
解
式
の
書
式
に
移

行
し
た
と
み
て
よ
い
、
と
の
見
解
を
示
さ
れ
た
。
そ
の
後
さ
ら
に
東
野
治
之
氏

も
こ
の
様
式
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
ら
れ
、

「
前
と
」

の
様
式
は
日
本

独
自
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
中
国
六
朝
時
代
の
文
書
様
式
の
影
響
を
受
け
て

い
る
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
、
同
様
に
公
式
令
の
解
も
、
六
朝
時
代
の
文
書
様

式
を
起
源
と
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
但
し

「前
白
」
の
木
簡
に
み
ら
れ
る

「解
」
の
字
は
、
単
に

「
マ
フ
ス
」
（白

・
申
）
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と

も
解
し
う
る
か
ら
、
か
な
ら
ず
し
も
文
書
様
式
を
示
す
と
は
か
ぎ
ら
な
い
こ
と
、

な
ど
の
諸
点
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
拠
。

以
上
の
諸
氏
の
見
解
に
つ
け
加
え
る
べ
き
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る

が
、
私
の
気
づ
い
た
点
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

今
日
ま
で
に
知
り
え
た
か
ぎ
り
の

「
前
白

（
日
と

の
例
を
、
〈史
料
”
〉
と

し
て
掲
げ
る
。
但
し
祝
詞
の
例
は
省
略
し
た
。

〈
史
料
２９
〉

（藤
原
官
出
土
木
簡
）

ω

・
法
息
師
前
　
小
僧
吾
白
　
啓
者
我
尻
坐
□
止
日
日

・　
　
僧
□
者
　
　
五
百
□
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
木
簡
二
十
五
二
五

？

□

得
文
申

型
戸
注齢

叱

・
□
古
豆
　
大
嶋
　
十
明
日
木
令
　
　
　
　
　
藤
原
木
簡

一
―
四

一
四

⑤

・　
　
　
但
鮭
者
速
欲
等
云
□
□

。
以
上
博
士
御
前
白
　
官
守
官
　
　
　
　
　
　
藤
原
木
筒

一
―
四
六
六

〔
丞
力
〕

ω

。
□
大
夫
前
白
今
日
口
日
日

〔許
と

。
□
可
賜
哉
　
　
使
日
日
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
教
委
概
報
三
一

０

・
御
門
方
大
夫
前
白
上
毛
野
殿
被
賜

・
□
□
□
□
口
日
□
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
木
衡

一

①

・
恐
々
受
賜
申
大
夫
前
筆

・
暦
作

一
日
二
赤
万
呂
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
木
筒

一
―

０
　
回
大
夫
前
恐
回
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
木
簡

一
―

―

九○ 一
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⑤
　
御
前
申
薪
二
束
受
給

０

。
卿
等
前
恐
々
謹
解
〔醜
靴
日
旧

・
卿
容
受
給
請
欲
止
申

⑩

。
御
官
若
子
御
前
恐
々
謹
口

〔呂
豊
と

・
末
□
□
□
命
坐
而
自
知
何
故

①
　
弾
正
台
笠
吉
床
呂
請
根
大
夫
前
鞘
爵
丁一
た
研
　
　
　
　
藤
原
宮
七
七

〔等
力
〕

⑫

。
少
安
□
前
謹
申

。

「
受
受
受
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
概
報

（
四
）

露
女
力
〕
　
　
　
【単削
力
〕

⑬
　
□
□
　
□
□
□
□
白
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
木
簡

一
十

一
一
六

（平
城
官
出
土
木
簡
）

〔伎
力
〕

⑭

・
関
々
司
前
解
近
江
国
蒲
生
郡
阿
伎
里
人
大
初
位
上
阿
□
勝
足
石
許
田
＝

＝
作
人

・同
伊
刀
古
麻
呂
漱徒脅銘維人肱萩賂離嗣歓初位
上艶
劇欝納綾那傲右
二

平
城
木
簡
二
十

一
九
二
六

ω
　
申
木
屋
司
御
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
城
概
報

（
一
一
）

⑭

。
大
炊
司
前
謹
申
錦
織
徳

・
足
太
物
者
問
給
由
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
城
概
報

（
一
四
）

【少
力
〕

⑭

・
前
請
菜
事
　
雑
魚
□
□
〔願
と

口
□

県
教
委
概
報
三
二

藤
原
木
簡

一
―
八

藤
原
木
筒
二
十
六

一
三

・
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
城
木
簡
二
十
二
七
五
九

〔奴
力
〕

ω

・
□
吾
蔦
等
謹
牒
申
何
□
郎

「
也
□
」

「
□
口
」

。
子
前
□
申
又
□
□
申
「申
□
」

「
□
大
大
」

平
城
木
簡
三
十
三

一
三
七

⑩
　
謹
解

【臣
配
前
咽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
城
概
報

（
一
五
）

の
　
酒
人
尊
者
前
下
啓
　
圭巾
□
□
事
　
　
　
　
　
　
平
城
概
報

（
一
七
）

（
２２
）

（小
敷
田
遺
跡
出
土
木
簡
）

ω
　
今
貴
大
徳
若
子
御
前
頓
首
斉
白
云

（
正
倉
院
文
書
）

ω
　
年
月
不
記

「経
師
常
世
馬
人
状
」
　
　
　
　
　
　
　
一
四
十

一
七
五

仕
奉
写
経
所
上
日
事

去
年
上
日
行
事
可
レ移
二散
位
寮
・

今
年
上
日
行
事
可
〆申
二送
右
弁
官
一

右
弁
官
考
選
司
状
云
、
依
レ
不
防進
二上
日
行
事
↓
不
／得
／勘
〆考
、

（
マ
マ
）

侮
追
追
如
レ件
者
、
乞
照
二此
状
（
仕
奉
三
度
上
同
行
事
等
、
子
細

顕
注
、
取
二別
当
官
人
連
署
｛
附
〆使
投
送
、〔膿

〕

一
馬
人
身
病
、
勤
得
二起
居
↓
着
口
大
開
、　
出
濃
不
レ
と
、

初
不
レ得

／参
、
以
二十
三
日
一参
向
、
乞
能
申
二賜
佐
官
御
前
一
我
尊
大
主
、

以
月
十
日
奴
馬
人
謹
状



謹
上
　
　
石
万
呂
道
守
両
尊
九
下

年
不
記

「
上
毛
野
員
人
啓
」

一
山
堂
事
右
、
徒
充
二守
人
一
裕
経
二
日
月
（

乞
照
二此
状
い
早
申
二給
大
徳
前
一

一
在
坂
中
山
寺
屋
三
間

一
五
十
四
五
五

加
以
依
二人
不
レ
住
、
舎
屋
破
損
、

可
〆在
二事
急
速
報
下
「

右
、
不
二
住
人
一
徒
破
損
、
是
欲
レ還
一一立
唐
院
↓
此
又
申
給
、
可
ニ

不
報
下
〔

四
月
九
日
　
上
野
員
人
謹
啓

働
　
「
大
工
盗
田
縄
手
経
師
貢
進
啓
」

一
五
十
四
六
〇

下
任
外
従
五
位
下
益
田
縄
〔附
庁
□
頓
首
啓
　
湘
剰
割
例
嗣

〔人
〕

進
上
経
所
左
大
舎
□
口
日
日
□
秦
男
公

右
、
一日
日
日
日
日
日
写
経
師
例
、
為
レ令
二仕
奉
〔
件
人
進
上
、
伏
乞
、

未
二嘗
有
レ好
止
母
、　
主
尊
蒙
二恩
光
（
必
欲
〆預
三子
彼
経
師
例
↓
勿
二

返
却
｛
梅
録
二事
状
（
謹
頓
首
啓
、

〔天
平
宝
〕

□
□
□
字
六
年
四
月
十
六
日
縄
手
謹
状

（
天
平
年
中
）
「
黒
人
請
経
等
牒
」
　
　
　
　
　
　
　
一
一四
十
五
五
九

法
華
経
正
本

右
、
為
〆校
二写
経
〔
欲
レ
請
二
件
経
己
又
装
淡
生

一
人
、　
二
日
間
欲

〆得
、
謹
牒
、

七
月
六
日
黒
人

謹
通
　
　
一局
屋
大
夫
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

（
天
平
勝
宝
八
歳
ヵ
）
「
再
井
清
成
状
」
の
オ
ク
の
異
筆
書
入

二
五
十
二
〇
二

「
返
上
軸
二
具

佐
官
御
前

又
此
被
／置
即
散
給
耳
、
経
師
等
浄
衣
、
今
追
将
上
」

（
天
平
宝
字
二
年
）
「
玄
蕃
助
石
川
弟
人
啓
」
　
　
　
一
四
十

一
九
六

進
上
経
紙
五
十
張
方
広
経
三
巻
写
奉
料

右
、
蒙
二先
日
命
・奉
〆送
、
敬
自

〔軸
〕

供
養
物
者
、
今
逐
進
上
、
又
標
紙
緒
柚
　
畢
方
進
上
、
注
〆状
謹
啓
、

十
月
十
五
日
〔酪
範
蝉
石
川
弟
人
状

謹
上
　
東
大
寺
佐
官
二
所
御
前

（続
日
本
紀
宣
命
）

②
　
天
平
元
年
八
月
奏
亥
詔

…
…
樹
到
州
引
凋
到
瀾
嗣
小
恐
古
士
物
進
退
衛
旬
廻
保
理
白
賜
比
受
被

賜
久
者
…
…

⑬
　
天
平
十
二
年
五
月
癸
卯
詔

…
…
皇
太
子
斯
王
小
学
志
頂
令
荷
三
到
到
刃
到
刃
嗣
ホ
貢
事
乎
奏
、

⑩
　
天
平
勝
宝
元
年
四
月
甲
午
朔
詔
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三
宝
乃
奴
止
仕
奉
流
天
皇
羅
我
命
園
勾
刑
倒
例
能
月
詞
仁
奏
賜
部
止
奏

久
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

（延
喜
式
祝
詞
）

（略
）

こ
れ
ら
の
諸
例
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
事
柄
は
、
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。

第

一
に
、

「宛
先
の
前
に
申
す
」

と
い
う
書
様
は
、
藤
原
宮
造
営
以
前
の
溝

Ｓ
Ｄ

一
九
〇

一
Ａ
の
下
層
か
ら
出
上
し
た

〈
史
料
２９
〉
①
に
よ
っ
て
、
天
武
朝

に
さ
か
の
ば
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
以
後
八
世
紀
の
な
か
ば

に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
例
が
み
ら
れ
る
。
た
し
か
に
藤
原
宮
出
土
木
簡
に
く
ら

べ
れ
ば
、
平
城
官
出
土
の
事
例
は
少
な
い
が
、
正
倉
院
文
書

・
宣
命
の
例
を
加

え
れ
ば
、
事
例
数
に
つ
い
て
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
八
世
紀
の
事
例
に
そ
れ
ほ
ど

遜
色
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

第
二
に
、
「前
」
「
御
前
」
と
い
う
語
が
、
八
世
紀
に
は
、
啓

・
状
等
の
書
状

の
宛
所
の
脇
付
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
働

ｏ
④

ｏ
例
は
脇
付

そ
の
も
の
で
あ
る
し
、
例
も
、
啓

。
状
等
で
宛
所
が
文
書
の
初
行
に
書
か
れ
る

例
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
も
脇
付
と
み
て
よ
い
。
平
城
宮
出
土
木

筒
の
⑩

¨
匹
配
前
□
」
も
、
墨
消
し
て
あ
る
が
、
脇
付
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

東
野
氏
が
注
目
さ
れ
た
、
唐
の
杜
有
晋
撰

『書
儀
』
お
よ
び
北
宋
の
司
馬
光
撰

『
司
馬
氏
書
儀
』
に
、
封
の
様
式
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る

「謹
諮
―
―
前
」
「謹

通
―
―
座
前
」
に
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、

「
宛
先
の
前
に
申
す
」

と
い
う
書
様
の
文
書
木
簡
に
は
、
今
日
知

（
２３
）

ら
れ
る
か
ぎ
り
で
は
、
例
外
な
く
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

こ
の
様
式
に
よ
る
上
申
形
式
が
、

「
公
文
書
」

に
よ
る
上
申
と
は
性
質
を
異
に

す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
四
に
、

「‐宛
先
の
前
に
申
す
」

と
い
う
書
様
は
、
日
本
で
は
、
日
頭
の
世

界
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
②

ｏ
①

・
⑩
の
宣
命
、
お

よ
び
事
例
の
挙
示
を
省
略
し
た
祝
詞
の
例
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
が
、
そ
れ
以

上
に
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
書
状
の
本
文
の
な
か
に

「御
前
に
申
す
」
が
あ

ら
わ
れ
る
②
と
働
で
あ
る
。
②
に
よ
れ
ば
、
経
師
常
世
馬
人
は

「
石
万
呂
道
守

両
尊
」
に
対
し
、
自
分
が
身
病
の
た
め
参
向
で
き
な
い
こ
と
を

「佐
官
御
前
」

に
と
り
な
し
て
ほ
し
い
と
懇
請
し
て
い
る
。
こ
の
と
り
な
し
は
、
も
ち
ろ
ん
ロ

頭
で
行
わ
れ
た
筈
で
あ
る
。
∞
も
、
こ
の
啓
の
宛
先
は
石
山
廃
解
案

（
一
五
十

四
五
六
）
に
よ
っ
て
石
山
院

（務
所
）
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
差
出

者
上

（毛
）
野
真
人
は
務
所
所
属
の
官
人
に
対
し
、
山
堂
の
舎
屋
の
破
損
状
態

を

「
大
徳
前
」
に
報
告
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
口
頭
で
の
報
告

を
要
請
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
「宛
先
の
前
に
申
す
」

と
い
う
書
様
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
場
合
は
、
む
し
ろ
口
頭
伝
達
の
文
書
化
と

い
う
契
機
を
考
慮
す
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
点
は
、
第
三

点
と
し
て
指
摘
し
た
年
月
日
が
な
い
こ
と
と
、
決
し
て
無
関
係
な
事
柄
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
日
頭
伝
達
に
年
月
日
な
ど
は
、
も
と
も
と
不
要
で
あ
ろ
（鸞
。

第
五
に
、

「宛
先
の
前
に
申
す
」

と
い
う
書
様
は
、
本
来
は
、
人

（
ひ
と
）



が
人

（
ひ
と
）
に
対
し
て
上
申
す
る
さ
い
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
倉
院
文
書

の
諸
例
は
、
「
前
」
「
御
前
」
が
宛
所

の
脇
付
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
も
含
め
て
、
す
べ
て
人
か
ら
人

へ
の
伝

達
で
あ
る
。
こ
の
点
を
藤
原
官
出
上
の
木
簡
に
つ
い
て
み
る
と
、　
三
二
例
の
う

ち
で
差
出
者
と
宛
先
が
と
も
に
知
ら
れ
る
の
は
、

ω
の

「
小
僧
」
が

「
法
忠
師
」
に
宛
て
た
も
の

③

の

「
宮
守
官
」
が

「
博
士
」
に
宛
て
た
も
の

⑥
の

「赤
万
昌
」
が

「
大
夫
」
に
宛
て
た
も
の

①
の

「弾
正
台
笠
吉
床
呂
」
が

「
根
大
夫
」
に
宛
て
た
も
の

の
四
例
で
あ
る
が
、
ω

・
０

。
①
は
差
出
者
も
宛
先
も
個
人
で
あ
る
。
①
も
、

も
し
こ
の
木
簡
が
浄
御
原
令
制
下
の
も
の
で
あ
れ
ば
、

後
述
の
よ
う
に
、

「
某

官
」
は
官
司
名
に
も
官
職
名
に
も
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も

「
官
守
官
」
某
が

「
博
士
」

某
に
上
申
し
た
も
の
と
み
ら
れ
な
く
は
な
い
。
ま

た
、　
宛
先
だ
け
が
知
ら
れ
る
も
の
は
、

②
の

「
別
戸
造
」

宛
、
④

の

¨
酔
定

夫
」
宛
、
０
の

「御
門
方
大
夫
」
宛
、
⑦
の

「
□
大
夫
」
宛
、
①
の

「
卿
等
」

宛
、
⑩

の

「
御
官
若
子
」
宛
、
⑫
の

「
少
安
〔酔
咆
宛
の
七
例
だ
が
、
こ
れ
ら
も

み
な
個
人
な
い
し
複
数
の
人
物
を
宛
先
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
い
ま
か
り
に

差
出
者
が

「
官
守
官
」
と
い
う
官
司
で
あ
る
可
能
性
の
あ
る
①

の
存
在
す
る
こ

と
を
考
慮
し
て
、
宛
先
だ
け
に
限
定
し
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
①
を
も
含
め
て
、

す
べ
て
例
外
な
く
そ
の
宛
先
は
人

（
ひ
と
、
個
人

・
複
数
）
で
あ

っ
て
、
官
司

を
宛
先
と
す
る
も
の
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
上
述
の
よ
う
に

正
倉
院
文
書
の
事
例
も
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
平
城
官
出
上
の
木
簡
等
で
も
、
⑭

。
⑮

・
⑭
の
宛
先
が

「関
々
司
」
「
木
屋
司
」
「
大
炊
司
」
と
い
う
官
司
で
あ
る

ほ
か
は
、
⑬
ｉ
鉛
は
い
ず
れ
も
個
人
に
対
す
る
上
申
で
あ
礎
（⑪
は
宛
先
不
明
）
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
特
徴
も
、
上
に
示
し
た
第
四
点
、
す
な
わ
ち

「
前
白
」
と

い
う
書
様
は
口
頭
の
世
界
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
通
ず
る
も
の

と
い
え
る
。

こ
の
点
は
、
公
式
令
に
定
め
る
上
申
文
書
の
原
則
と
、
著
し
く
異
な
っ
て
い

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
解
も
、
牒
式
の
牒
も
、
辞
も
、
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
、
官
司
に
対
す
る
上
申
文
書
で
あ
る
こ
と
を
た
て
ま
え
と
し
て
い
た
。

も
っ
と
も
こ
れ
も
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
解
の
用
途
が
拡
大
さ
れ
て
、
個

人
の
上
申
文
書
と
し
て
も
こ
れ
が
用
い
ら
れ
る
と
、
個
人
か
ら
官
司
へ
の
上
申

の
み
で
な
く
、
個
人
か
ら
個
人
へ
の
上
申
に
も
解
が
用
い
ら
れ
た
事
例
を
み
る

に
い
た
る
が
、
し
か
し
解
の
本
来
の
属
性
が
官
司
に
対
す
る
上
申
文
書
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ

っ
た
こ
と
は
、　
疑
い
な
い
。　
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
れ
ば
、

「官
司
の
前
に
申
す
」

と
す
る
⑭

・
⑮

ｏ
⑭
は
、　
そ
う
し
た
解
の
利
用
方
法
の

拡
大
に
と
も
な
い
、　
そ
の
影
響
が
古
い
形
態
の

「個
人

（複
数
）

の
前
に
申

す
」
と
す
る
様
式
に
及
ん
だ
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、

「
前
白
」

と
い
う
様
式
の
文
書
が
、
口
頭
の
世
界
に
か

か
わ
り
を
も
つ
文
書
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ゆ
え
に
本
来
は
人

（
ひ
と
）
を
宛
先

と
す
る
上
申
文
書
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
と
、
問
題
は
さ
ら
に
ひ
ろ

が
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
さ
し
あ
た
り
考
え
ら
れ
る
主
要
な
問
題
と
し
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て
、
以
下
の
三
つ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第

一
は
、
こ
の
よ
う
な
人

（
ひ
と
）
を
宛
先
と
す
る
古
様
の

「
前
白
」
と
い

う
様
式
は
、
そ
の
後
の
上
申
文
書
の
展
開
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ば
し
た
か

と
い
う
、
古
文
書
学
上
の
問
題
で
あ
る
。
第
二
は
、
同
じ
く
古
文
書
学
上
の
間

題
と
し
て
の
、
こ
れ
に
代
る
、
官
司
を
宛
先
と
す
る
上
申
文
書
す
な
わ
ち
公
式

令
に
定
め
る
解
、
牒
式
の
牒
、
辞
は
、
い
つ
に
始
ま
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
公
式
様
文
書
が
い
つ
に
始
ま
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。

第
三
は
、
『
藤
原
官
木
筒
』

一
「解
説
」

の
付
章
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の

「前
白
」
と
い
う
書
様
は
、
私
文
書
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
公
文
書
と

み
ら
れ
る
文
書
木
筒
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
個

人
に
対
す
る
上
申
が
公
的
な
意
味
を
も
っ
た
時
期
の
官
司
す
な
わ
ち
大
宝
令
施

行
以
前
の
官
司
と
は
、
い
か
な
る
性
質
の
官
司
で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
、
大
宝

令
前
官
制
の
質
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
三
点
に
つ
い
て
、
私

の
も

っ
て
い
る
見
通
し
を
簡
単
に
述
べ
て
、
拙
い
こ
の
稿
を
終
え
る
こ
と
に
す

フＯ
。ま

ず
、
第

一
と
第
二
の
問
題
は
相
互
に
関
連
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
二
つ
を

併
せ
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
結
論
的
に
い
っ
て
、
私
は
、
官
司
を
宛
先
と
す

る
上
申
文
書
―
―
解

・
牒

。
辞
―
―
が
公
文
書
の
様
式
と
し
て
定
め
ら
れ
た
の

は
、
大
宝
公
式
令
に
お
い
て
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
み
か
た
の
反
証

と
な
る
か
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
今
日
の
と
こ
ろ
、
岸
俊
男
氏
が
大
宝

令
施
行
以
前
の
も
の
と
認
定
さ
れ
た
藤
原
宮
出
上
の
つ
ぎ
の
木
簡
が
あ
る
の
み

で
あ
る
。

〈
史
料
３０
〉

膳
職
白
主
菓
餅
申
解
解
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
教
委
概
報
二
〇

岸
氏
は
、

「膳
職
」

を
大
膳
職
と
内
膳
司
の
未
分
化
の
時
期
の
も
の
と
み
な

さ
れ
、
ま
た

「白
」
を
古
い
用
字
と
さ
れ
て
、
こ
の
木
簡
を
以
て

「
大
宝
令
施

行
以
前
に
お
け
る

「解
」
の
用
字
を
示
す

一
例
と
な
る
」
と
考
え
ら
れ
た
の
で

あ
る
が
、
私
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
躊
躇
す
る
の
は
、
岸
氏
も
疑
念
を

示
し
て
お
ら
れ
る

「
主
莫
餅
」
と
い
う
官
職
名
と
そ
の
表
記
に
、
新
し
さ
を
感

ず
る
か
ら
で
あ
る
。
主
莫
餅
す
な
わ
ち
ク
ダ
モ
ノ
ノ
ツ
カ
サ
は
、
令
制
で
は
官

位
令
に
正
七
位
下
の
相
当
位
が
規
定
さ
れ
て
い
る
大
膳
職
の
品
官
で
あ
る
が
、

こ
の
種
の
品
官
は
い
大
宝
令
以
前
に
そ
の
前
身
官
職
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、

そ
の
官
職
名
と
表
記
は
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
類
例
は
わ
ず
か
し
か
知
り
え
な
い
が
、
た
と
え
ば
中
務
省
の
品
官
で
あ

る
監
物
は
、
浄
御
原
令
制
下
で
は

「
下
物
職
」

（続
日
本
紀
大
宝
元
年
二
月
丁

未
条
）
と
表
記
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
た
と
え
ば
内
薬
司
の
品
官
で
あ
る
侍
医
は
、

や
は
り
浄
御
原
令
制
下
で
は

「内
薬
官
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
大
き

い
。
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
推
し
て
、
ク
ダ
モ
ノ
ノ
ツ
カ
サ
を

「
主
莫
餅
」
と
表

記
す
る
の
は
、
大
宝
令
官
制
以
後
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

も
し
こ
の
よ
う
に
し
て
、
官
司
へ
の
上
申
を
原
則
と
す
る
公
式
令
の
解
式
は
、

大
宝
公
式
令
で
は
じ
め
て
定
め
ら
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら

ば
、
解
と
そ
の
他
の
様
式
の
上
申
文
書
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な



図
式
を
え
が
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

大
宝
令
施
行
以
前
の
上
申
文
書
の
様
式
と
し
て
は
、

「前
白
」

の
形
式
の
も

の
と
、
中
国
の
私
状
の
影
響
を
う
け
た
啓

。
状
と
が
、
平
行
し
て
用
い
ら
れ
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
、
い
ず
れ
も
個
人
に
対
し
て
上
申
す
る
場

合
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
宝
令
が
制
定

。
施
行
さ
れ
て
、

官
司
を
宛
先
と
す
る
解

・
牒

。
辞
が
採
用
さ
れ
る
と
、
官
司
へ
の
上
申
に
は
解

が

一
般
に
用
い
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
が
、
個
人
が
差
出
す
上
申
文
書
に
は
、　
一

部
で
は
依
然
と
し
て

「
前
白
」
と
啓

・
状
が
用
い
ら
れ
、
や
が
て
前
者
の

「御

前
」
「
前
」

と
い
う
表
記
は
後
者
の
啓

・
状
の
宛
所
の
な
か
の
協
付
と
し
て
吸

収
さ
れ
て
ゆ
く
。
ま
た
個
人
が
差
出
す
啓

・
状
の
書
様
は
、
解
に
対
し
て
も
影

響
を
与
え
、
個
人
を
差
出
者
と
す
る
解
を
生
む
と
と
も
に
、
さ
ら
に
は
解
と
も

啓

・
状
と
も
解
し
う
る
文
言
を
も
っ
た
上
申
文
書
を
生
む
に
い
た
る
、
と
い
う

図
式
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
第
三
の
、
大
宝
令
制
以
前
の
官
司
の
性
格
に
つ
い
て
は
い
か
が
で

あ
ろ
う
か
。
私
は
、
公
的
文
書
と
し
て
個
人
を
宛
先
と
す
る

「
前
白
」
文
書
が

存
在
す
る
こ
と
と
、
大
宝
令
施
行
以
前
に
は
官
司
名
が
官
職
名
と
し
て
も
用
い

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
と
は
、
無
関
係
な
事
柄
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大

宝
令
施
行
以
前
に
、
官
司
名
が
官
職
名
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、

小
野
毛
人
墓
誌
銘
の

「
太
政
官
」、　
日
本
書
紀
朱
鳥
元
年
三
月
丙
午
条
と
条
女

氏
坐
域
碑
文
の

「大
弁
官
」、
続
日
本
紀
文
武
三
年
正
月
奏
未
条
の

「内
薬
官
」、

藤
原
宮
出
土
木
簡
の

「
舎
人
官
」
（藤
原
木
筒
二
十
五
五
四
）
な
ど
が
あ
る
。

従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
天
武
朝
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、

浄
御
原
令
制
の
も
と
で
は
、
四
等
官
制
が
か
な
り
整
備
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら

れ
て
い
誕
。
し
か
し
そ
の
浄
御
原
令
制
下
に
も
、
ま
だ
、
官
司
名
と
も
官
職
名

と
も
解
さ
れ
る

「舎
人
官
」
な
ど
が
存
す
る
。
四
等
官
制
の
形
成
が
官
司
名
と

官
職
名
の
分
離
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
浄
御
原

令
制
下
で
は
、
い
ま
だ
実
質
的
な
分
離
が
完
了
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す

も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
併
か
。
個
人
を
宛
先
と
す
る
公
的
文
書
と
し
て
の

「前

白
」
文
書
の
存
在
は
、
そ
の
よ
う
な
、
官
職
と
そ
れ
の
属
す
る
官
司
と
の
関
係

の
曖
味
な
状
態
、
換
言
す
れ
ば
、
機
構
と
し
て
の
官
司
よ
り
も
、
そ
こ
に
属
す

る
官
職
に
任
じ
て
い
る
官
人
個
人
が
意
味
を
も

っ
て
い
た
状
況
に
、
対
応
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
公
的
文
書
と
し
て

「
前
白
」
文
書
が
用
い
ら
れ

て
い
た
時
期
の
官
司
は
、
大
宝
令
の
施
行
直
後
の
時
期
を
も
含
め
て
、
官
司
と

し
て
の
楼
能
の
末
成
熟
な
状
態
の
も
の
で
あ

っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

か
ね
て
よ
り
私
は
、
従
来
の
古
文
書
学
の
概
説
書
や
入
門
書
で
の
古
代
の
文

書
の
扱
い
か
た
に
、
多
少
あ
き
た
ら
な
い
も
の
を
感
じ
て
い
た
。
古
文
書
学
の

概
説
書

・
入
門
書
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
古
代
の
文
書
の
記
述
に
あ
る
程
度

の
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
概
ね
公
式
令
に
定
め
る
公
文
書

の
様
式
を
紹
介
し
、
考
千
の
事
例
を
挙
示
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
が
通
例



公式様文書と文書木簡

で
あ
る
。
そ
し
て
大
部
分
の
記
述
は
、
平
安
時
代
以
降
の

「中
世
文
書
」
の
様

式

・
機
能
等
に
充
て
ら
れ
る
。
多
少
の
ひ
が
み
を
こ
め
て
い
え
ば
、
従
来
の
古

文
書
学
に
お
け
る
古
代
の
文
書
は
、

「中
世
文
書
」

へ
の
導
入
の
た
め
の
刺
身

の
ソ
マ
程
度
の
位
置
づ
け
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

も

っ
と
も
古
代
の
文
書
の
扱
い
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た

概
説
書

・
入
門
書
の
執
筆
者
の
ほ
と
ん
ど
が
中
世
史
の
研
究
者
で
あ
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、

反
面
で
は
、
古
代
史
の
研
究
者
に
よ
る
古
代
の
文
書
の
研
究
が
、
や
や
立
ち
お

く
れ
て
い
る
こ
と
を
も
意
味
し
よ
う
。
私
た
ち
は
久
し
く
正
倉
院
文
書
に
接
し

て
き
た
経
験
か
ら
、
八
世
紀
に
現
実
に
作
成
さ
れ
授
受
さ
れ
た
公
文
書
が
、
決

し
て
公
式
令
に
定
め
る
様
式
の
み
で
律
し
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
承
知

し
て
い
る
。
同
様
に
出
土
木
筒
の
う
ち
の
文
書
木
簡
が
、
や
は
り
公
式
令
で
は

律
し
き
れ
な
い
こ
と
を
も
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
私
た
ち
は
、
公
式
令
の
諸

規
定
と
、
正
倉
院
文
書
に
代
表
さ
れ
る
古
代
の
文
書
お
よ
び
文
書
木
簡
の
三
者

を
総
合
的
に
検
討
し
、
古
代
古
文
書
学
を
体
系
づ
け
る
試
み
を
、
い
ま
だ
果
し

て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
上
に
述
べ
た
古
文
書
学
の
現
状
に
対
す
る
私
の

不
満
は
、
み
ず
か
ら
の
怠
慢
の
告
白
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ

Ｚや
。と

は
い
え
、
公
式
令
と
正
倉
院
文
書
と
文
書
木
簡
の
三
者
を
ト
ー
タ
ル
に
と

ら
え
こ
れ
を
体
系
づ
け
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
ま
た
か
な
り
の

時
間
と
労
力
を
必
要
と
す
る
。
そ
こ
で
、
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の
を
機
に
、
さ

し
あ
た
り
公
式
令
に
定
め
ら
れ
て
い
る
文
書
様
式
に
限
定
し
て
、
そ
れ
が
正
倉

院
文
書
あ
る
い
は
木
簡
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
を
検
討

し
、
将
来
に
お
け
る
古
代
文
書
学
の
体
系
化
の
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
作
成

し
た
の
が
、
本
稿
で
あ
る
。
意
の
み
余

っ
て
、
内
容
の
と
も
な
わ
な
い
も
の
と

な

っ
て
い
な
い
か
を
恐
れ
る
。
そ
れ
に
、
検
討
方
法
を
右

の
よ
う
に
限
定
し
て

し
ま
う
と
、
事
例
の
多
く
を
正
倉
院
文
書
に
求
め
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が

っ

て
文
書
木
簡
を
中
心
に
据
え
る
の
は
困
難
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
木
簡
が
正

倉
院
文
書

の
刺
身
の
ツ
マ
に
な

っ
て
い
は
し
な
い
か
も
、
恐
れ
て
い
る
。
最
後

に
、
貴
重
な
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
木
簡
学
会
に
深
謝
す
る
。

注（
１
）

但
し
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
東
大
寺
に
宛
て
た
左
京
職
移

（天

平
感
宝
元
年
六
月
十
日
付
、
三
十
二
五
九
）
が
あ
る
。
相
田
二
郎

『
日
本
の
古
文

書
』
上

（
一
九
四
九
年
、
岩
波
書
店
）

一
九
五
頁
参
照
。
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
、

東
大
寺
に
宛
て
た
画
工
司
移

（天
平
宝
字
二
年
二
月
十
四
日
付
、
四
十
二
五
九
）

も
あ
る
。
し
か
し
後
者
の
宛
所
東
大
寺
は
、
「造
東
大
寺
司
召
文
」
（天
平
宝
字
二

年
二
月
十
日
回
付
、
四
十
二
六
〇
）
を
か
照
す
る
と
、
造
東
大
寺
司
と
一
体
と
な

っ
た
機
関
を
指
す
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
前
者
の
宛
所
東
大
寺
も
、
同
様
に
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
２
）

た
と
え
ば
相
田
二
郎

『
日
本
の
古
文
書
』
上

（前
掲
）
は
、
「降
つ
て
平
安
時

代
に
至
る
と
、
移
の
伝
は
る
も
の
は
多
く
見
え
ず
、
こ
の
式
の
文
書
は
此
頃
漸
く

廃
れ
た
。
之
に
牒
の
式
の
文
書
が
代
る
に
至
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
」
（
一
九
五

頁
）
と
い
う
。

（
３
）

前
者
の
例
と
し
て
は
、
天
平
勝
宝
五
年
五
月
十
三
日
付
造
東
大
寺
司
牒

（
一
二



十
四
三
二
）
、
天
平
宝
字
八
年
十
月
十
四
日
付
造
東
大
寺
司
牒

（
五
十
四
九
六
）、

後
者
の
例
と
し
て
は
天
平
勝
宝
六
年
十
二
月
十
三
日
付
図
書
寮
移

（
四
十
三
二
）
。

（
４
）

従
来
、
現
存
す
る
移
で
最
も
時
代
の
降
る
も
の
は
、
大
隅
国
台
明
寺
文
書
の
な

か
に
あ
る
平
治
元
年

（
一
一
五
九
）
七
月
十

一
日
付
の
大
隅
国
留
守
所
移

台^
明

寺
衛
宛
）

と
み
ら
れ
て
き
た
。

佐
藤
進

一
『
古
文
書
学
入
門
』
盆

九
七

一
年
、

法
政
大
学
出
版
局
）
六
九
頁
参
照
。
し
か
し
さ
ら
に
時
代
の
降
る
も
の
と
し
て
、

猪
隈
関
白
記

（記
主
藤
原
家
実
）
建
久
九
年

（
一
一
九
八
）
正
月
十
日
条
に
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
兵
部
省
移
の
正
文
が
貼
り
継
が
れ
て
い
る

（『大
日
本
古
記
録
』

に
よ
る
）。

兵
部
省
移
　
左
近
衛
府

従
二
位
藤
原
朝
臣
家
実

右
人
、
以
二今
日
一任
二彼
府
大
将
一既
詑
、
傷
移
送
如
隊件
、
移
到
准
〆状
、
故

移
、

建
久
九
年
正
月
十
九
日
正
六
位
上
行
少
録
日
日
□
□
連

正
六
位
上
行
少
丞
藤
原
朝
臣

従
三
位
行
卿
平
朝
臣
基
親

従
五
位
上
守
大
輔
藤
原
朝
臣

従
五
位
下
行
少
輔
藤
原
朝
臣

従
五
位
上
行
権
少
輔
源
朝
臣

○

「
兵
部
省
印
」
（朱
印
）
八
顆
ヲ
押
捺
セ
リ

（
５
）

『
平
安
遣
文
』
に
み
ら
れ
る
辞
に
つ
い
て
は
、
新
川
登
亀
男

「
辞
」
文
化
小
考
」

（竹
内
理
三
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
編

『
律
今
制
と
古
代
社
会
』
所
収
、

一
九
八
四
年
、
東
京
堂
出
版
）
参
照
。

（
６
）

他
の
経
師
の
手
実
は

「
解
」
で
あ
る
の
に
、
物
部
道
成
の
み

「
辞
」
と
す
る
。

道
成
の
好
み
で
あ
ろ
う
か
。

（
７
）

た
と
え
ば
、
天
平
勝
宝
四
年
七
月
十
八
日
付
大
納
言
藤
原
家
牒
全
一十
五
八
四
）
。

（
８
）

岸
俊
男

「木
簡
と
大
宝
令
」
盆

九
七
九
年
木
簡
学
会
報
告
、
『木
簡
研
究
』
二
、

一
九
八
〇
年
）。

（
９
）

今
泉
隆
雄

「
平
城
宮
木
簡
の
郡
領
補
任
請
願
解
」
３
国
史
談
話
会
雑
誌
哲

三
二
、

一
九
八
二
年
）
。

（
Ю
）

相
田
二
郎

『
日
本
の
古
文
書
』
上

（前
掲
）
三
六
八
ｔ
二
九
五
頁
。

（
Ｈ
）

『文
鰹
明
舞
』

は
明
代
の
撰
で
あ
る
が
、
そ
の
港
三
十
三
に
唐
代
以
後
の
啓
を

収
録
し
て
い
る
。

（
‐２
）

日
付
順
に
挙
げ
る
と
、
天
平
五
年
正
月
十
七
日
付

（
七
十
三
三
）
、
六
年
七
月
十

一
日
付

（
一
―
五
八
二
）、
七
年
十
二
月
十
七
日
付

（
七
十
四
二
）、
十
年
三
月
汁

日
付

（
七
十

一
六
七
）、
十
年
十
二
月
付

（
七
十
三
七
〇
）、
十

一
年
二
月
十
三
日

付

（
二
十

一
五
七
）
、
十

一
年
二
月
六
日
付

谷
二
十

一
五
九
）、
十

一
年
四
月
十
五

日
付

（
二
―

一
六

一
）
、
十

一
年
四
月
十
五
日
付

（
二
十

一
六
六
）、
十

一
年
四
月

十
六
日
付

（
二
十

一
六
七
）
、
十

一
年
四
月
対
日
付

（
七
十
二
五
五
）
、
十
二
年
四

月
十
五
日
付

（
七
十
四
八
五
）、
十
二
年
四
月
十
五
日
付

（
二
四
十

一
二
六
）
、
十

二
年
七
月
八
日
付

（
七
十
四
八
六
）。　
な
お
、
天
平
九
年
十
月
十
八
日
付

「
高
屋

赤
麻
呂

谷？
）
写
紙
弄
布
施
啓
」
（
七
十

一
二
〇
）

と
天
平
九
年
十
二
月
廿
日
付

「
高
屋
赤
麿
写
紙
弄
布
施
啓
」
（
七
十

一
三
二
）
も
高
屋
赤
床
呂
個
人
の
啓
で
は
な

い
か
ら
、
「写
経
司
啓
」

と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
天
平
宝
字
八
年
七
月
二

十
九
日
類
収
の

「
写
経
司
啓
」
盆

六
十
五

一
四
）

は
、
天
平
年
間
の
も
の
で
あ

ろ
う
。

（
‐３
）

『
木
簡
研
究
』
創
刊
号
（
一
九
七
九
年
）
所
収

「
一
九
七
七
年
以
前
出
上
の
木
簡

（
‐４
）

一ち ）
伴
つ
に 「珠
陣
の 。
呻
勃
菊

「 跡
等
隣
随
岡
暁
嗽
瑶
ば
よ ★癬
ぜ
沖
滞
細
鰤
弊
。雀

部
員

人
は
天
平
十
七
年
四
月
十
七
の
内
膳
司
解

（
二
十
四
〇
五
）
に

「
正
八
位
上
守
典

膳
雀
部
朝
臣
興
人
」
と
署
し
、
続
日
本
紀
天
平
勝
宝
三
年
二
月
己
卯
条
に

「典
膳

正
六
位
下
雀
部
朝
臣
其
人
」
と
み
え
る
か
ら
、
こ
の
木
簡
は
天
平
勝
宝
年
間
の
も



（
勇

）

の
と
推
定
さ
れ
る
。

仁
井
田
陸

『唐
宋
法
律
文
書
の
研
究
』
第
三
編
第
四
章

「
教
附
牒
」
盆

九
二
七

年
、　
一
九
八
三
年
復
刊
、
東
京
大
学
出
版
会
）
八
三
六
頁
。
ま
た
、
日
本
思
想
大

系

『
律
令
』
盆

九
七
六
年
、
岩
波
書
店
）
公
式
令
補
注
１４
（早
川
執
筆
）
参
照
。

日
本
思
想
大
系

『
律
令
』
（前
掲
）
公
式
令
補
注
拠
。

宝
亀
三
年
九
月
廿
三
日
付

「
出
雲
国
国
師
牒
」
（東
大
寺
三
綱
務
所
宛
、　
六
十

三
九
七
）
は
、
こ
の
牒
を
指
し
て

「
船
人
去
八
月
十

一
日
状
云
」
と
す
る
。

題
鍛
に
よ
る
。
『大
日
本
古
文
書
』
は

「
喩
伽
論
請
返
帳
」
と
題
す
る
。

第
二
紙
に
あ
る
切
封
ウ
ハ
書
は
、
そ
の
筆
蹟
か
ら
み
て
、
０
の

に
奉
書
″
の
も

の
と
み
ら
れ
る
。

岸
俊
男

「
木
簡
と
大
宝
令
」
（前
掲
）。

東
野
治
之

「
木
簡
に
現
わ
れ
た

「
某
の
前
に
申
す
」
と
い
う
形
式
の
文
書
に
つ

い
て
」
３
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
所
収
、　
一
九
八
三
年
、
塙
書
房
）。

（
２２
）

埼
玉
県
行
日
市
。
こ
の
木
簡
は
、
八
世
紀
前
半
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
土
壌
か

ら
出
土
し
た
。
釈
文
は
、
埼
玉
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

『
昭
和
五
十
八
年
度
・

年
報
』
盆

九
八
四
年
）
に
よ
る
。　
な
お
こ
の
木
簡
に
つ
い
て
、
宮
瀧
交
二
氏
は

呪
符
木
簡
と
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
上
申
文
書
形
式
の
木
簡
と
し
て
扱
う
。
宮
瀧

交
二

「
埼
玉
県
行
田
市
小
敷
田
遺
跡
出
土
第
二
号
木
簡
に
つ
い
て
」
翁
古
代
史
研

究
』
四
、

一
九
八
五
年
）。

（
２３
）

こ
の
点
は
、
第
六
回
木
簡
学
会
研
究
集
会

（
一
九
八
四
年

一
二
月

一
日
）
に
お

い
て
、
報
告
後
、
岸
俊
男
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
お
礼
を
申
し
上

げ
る
。

（
２４
）

笠
松
宏
至
氏
は
、
「
頭
す
な
わ
ち
音
声
で
相
手
に
伝
え
る
さ
い
に
日
付
を
付
す

る
こ
と
は
、
無
意
味
か
つ
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
う
え
で
、
中
世
の

日
付
の
な
い
訴
陳
状
は
、
音
声
に
よ
る
伝
達
を
文
書
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。
「
日
付
の
な
い
訴
陳
状
」
考
」
翁
論
集
中
世
の
窓
』

所
収
、　
一
九
七
七
年
、
吉
川
弘
文
館
、
の
ち

『
日
本
中
世
法
史
論
』
所
収
、　
一
九

七
九
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
参
照
。
「某
の
前
に
申
す
」
の
書
様
に
つ
い
て
も
、

同
様
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
２５
）

宣
命
の
場
合
は
、
の
は
太
上
天
皇

（個
人
）
へ
の
上
奏
で
あ
る
が
、
⑩
の
上
奏

の
対
象
は
虞
舎
那
仏
で
あ
る
。
ま
た
の
は
皇
太
子
の
舞
を
太
上
天
皇
の

「
大
前
」

に
奉
ず
る
と
い
う
も
の
で
、
口
頭
伝
達
で
は
な
い
。
祝
詞
の
上
奏
対
象
は
い
う
ま

で
も
な
く
神
で
あ
る
。

（
２６
）

岸
俊
男

「
木
簡
と
大
宝
令
」
（前
掲
）。

（
２７
）

統
日
本
紀
文
武
三
年
正
月
癸
未
条
に
「
詔
、
授
二内
薬
官
桑
原
加
都
直
広
難
↓賜
二

連
姓
（
賞
二
勤
公
一也
」
と
あ
る
が
、
同

一
内
容
の
記
事
が
日
本
書
紀
朱
鳥
元
年
四

月
丁
丑
条
に

「
侍
医
桑
原
村
主
詞
都
授
二直
広
薙
｛
因
以
賜
レ
姓
日
〆連
」

と
あ

っ

て
、
い
ず
れ
の
年
紀
を
是
と
す
べ
き
か
決
め
が
た
い
。
し
か
し
官
職
名
は

「内
薬

官
」
の
方
が
正
し
く
、
日
本
書
紀
の
「侍
医
」
は
大
宝
令
制
の
知
識
に
よ
る
文
飾

と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
２８
）

東
野
治
之

「
四
等
官
制
成
立
以
前
に
お
け
る
我
国
の
職
官
制
度
」
３
と
ス
ト
リ

ア
』
五
八
、　
一
九
七

一
年
）、
直
木
孝
次
郎

「
大
宝
令
前
官
制
に
つ
い
て
の
二

・

三
の
考
察
」
（井
上
光
貞
博
士
還
暦
記
念
会
編

『古
代
史
論
叢
』
中
巻
所
収
、　
一

九
七
八
年
、
吉
川
弘
文
館
）。
但
し
直
木
氏
は
、
「浄
御
原
令
制
で
四
等
官
制
が
確

立
し
て
い
た
か
ど
う
か
多
少
の
疑
間
が
あ
る
が
、
仮
り
に
四
等
官
制
で
あ

っ
た
ば

あ
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
慎
重
な
態
度
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。

（
２９
）

平
城
宮
出
上
の
木
簡
は
も
ち
ろ
ん
大
宝
令
施
行
以
後
の
も
の
で
あ
る
し
、
藤
原

宮
出
土
木
簡
で
も
、
〈史
料
２９
〉
⑩
は

「弾
正
台
」
の
官
名
よ
り
み
て
大
宝
令
施

行
以
後
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
木
簡
で
は
官
司
名

「弾
正
台
」
が
あ

た
か
も
官
職
名
で
あ
る
か
の
如
く
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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